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Ａ．研究目的 

過労死、過労自殺等の防止は、今もなお、労

働衛生上の最重要課題の一つである。過労死等

防止対策推進法の成立により、過労死等に関す

る調査研究の実施が国の責務として位置づけ

られた（厚労省、2014）。特に、過労死等の防

研究要旨 

わが国における過労死等予防に資するため、過労死等の医学・保健面より、１）過

去の過労死等事案の解析、２）疫学研究（職域コホート調査、現場介入調査）、３）実

験研究（循環器負担のメカニズム解明、過労死関連指標と体力との関係の解明）を開

始した。初年度となる平成 27年度は次の成果を得た。 

１）事案解析：全国の労働局及び労働基準監督署より収集した平成 22年１月～平成

27 年 3 月の労災認定事案の調査復命書 3,564 件（脳・心臓疾患事案 1,564 件、精神障

害事案 2,000 件）の事案について解析を行った。調査復命書上のデータは電子化を行

い、データベースを構築した。性別、年齢、支給決定時の疾患名、業種、職種、健康

診断の実施状況などを優先的に集計し、脳・心臓疾患事案の全体像を把握した。また、

脳・心臓疾患の労災請求・支給の最も多い運輸業・郵便業（うち自動車運転従事者）

に着目し、被災例の特徴も整理した。精神障害事案については上記の基本的な変数並

びに業務による出来事との関連を検討し、精神障害（自殺を含む）の起った背景を把

握した。 

２）疫学研究：職域コホート調査の予備的な研究として行うフィージビリティ調査

に向けて、調査項目の精選や質問の仕方等を検討し質問票を作成した。職域コホート

調査を始動させるために共同研究機関を探索し、勤労者支援プログラム機関等から参

加の承諾を得た。現場介入調査に向けて、協力先事業場を探索するとともに、調査計

画等を検討した。研究分担者の関わる別な職域コホート調査では残業時間と高血圧と

の関連を詳細に検討した。 

３）実験研究：循環器負担に関する研究では、実験環境の整備及び本実験に向けた

予備調査として、数名の参加者を対象に調査項目の精査を行った。労働者の体力指標

に関する研究では、次年度からの本実験に向け、関連する先行研究の調査を行うとと

もに、検査に取り入れる器具の精度や実用性を確認した。 

YMDXH
テキストボックス
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止のための対策として、平成 27 年度に定めら

れた「過労死等の防止のための対策に関する大

綱」では過労死等の実態解明を目的として、労

働基準監督署が作成した労災認定事案に係る

調査復命書等を収集し、過労死事案の分析を行

うことが触れられているなど、過労死等の実態

解明に係る医学面の調査研究はその柱の一つ

となっている（厚労省、2015）。 

本研究は、わが国における過労死等予防に資

することを念頭に、過労死等の医学・保健面よ

り、１）過去の過労死等事案の解析、２）疫学

研究（職域コホート調査、現場介入調査）、３）

実験研究（循環器負担のメカニズム解明、過労

死関連指標と体力との関係の解明）を実施し、

これらの成果の情報発信を目的とする。 

平成 27 年度は 3 年計画の 1 年目として、過

労死等事案の収集とデータベース構築、基本解

析、疫学研究及び実験研究の予備的研究を実施

した。特に、事案の解析においては、分担研究

として精神障害事案の分析を自殺予防総合対

策センターと共同し、また、業種別に最も被災

者が多い運輸業・郵便業における事案分析は大

原記念労働科学研究所が担当した。疫学研究に

おいては、すでに職域多施設研究（J-ECOH ス

タディ）において、データを中心となって収集

している国立国際医療研究センターと連携し、

分担研究としてデータ分析を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

１）事案解析 

脳・心臓疾患と精神障害（自殺を含む）の過

去 5 年間（平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月）

の労災認定事案について、全国の労働局及び労

働基準監督署より、調査復命書と関連資料を過

労死等調査研究センターに収集した。統計処理

を可能にするために、関連情報を数値化したデ

ータベースを構築した。被災者の個人属性、被

災傷病名、業種、職種、事業場の従業員数規模、

所定休日、出退勤の管理状況、健康診断の実施

の有無、過重労働の面接指導の有無、不規則な

勤務や拘束時間の長い勤務・出張の多い勤務な

どの負荷要因の有無、発症前概ね 6 か月間の労

働時間等について収集した全事案についてデ

ータベース化した。精神障害事案についてはさ

らに、生存・死亡の別、被災者が発症した精神

障害の疾患名の分布、認定基準の出来事に関す

る集計も行いデータベース化した。収集された

資料は調査復命書を含む膨大な紙ベースのデ

ータであったため、資料のナンバリング、手作

業による調査復命書の抜き取り、OCR による読

み込みと PDF 化、データベース化する項目の決

定と入力フォーマットの構築、PDF ファイルか

ら手作業による入力フォーマットへの入力と

いう手順で行った。研究倫理審査における「連

結可能匿名化」のためデータベースは、被災者

氏名や住所等と事業場名等個人情報が特定で

きる情報は除去した上で通し番号をつけ、オプ

トアウト用情報（後述の「倫理面での配慮」参

照）として通し番号と被災者氏名を入力した別

ファイルを作成した。データベース化された事

案は、脳・心臓疾患が 1,564 件、精神障害が

2,000 件となった。これらについて以下の項目

による集計、クロス集計、分析を行った。 

A) 被災者の性別、発症時年齢 

B) 決定時の疾患名の分布 

C) 発症時の前駆症状の有無 

D) 事業場従業員数別の被災者数の分布 

E) 業種別の被災者数の分布 

F) 職種別の被災者数の分布 

G) 所定休日制度の状況について 

H) 健康診断の実施状況について 

I) 過重労働面接指導の実施状況について 

J) 不規則な勤務や拘束時間の長い勤務、出張

の多い勤務、交代勤務・深夜業務、精神的

緊張を伴う業務の有無 

K) 発症前の概ね 6 か月間の時間外労働時間

の状況 

L) 決定時の疾患名と男女別・年齢別・業種

別・職種別のクロス集計 

 

精神障害（自殺を含む。）事案の解析は自殺

予防総合対策センターと共同して、精神医学の

専門的な見地から、その背景にあるハラスメン

トなどによる精神的負荷を含めた心理社会的

要因にも配慮しながら分析を行った。 

過労死等事案の最多業種である運輸業・郵便

業の解析は大原記念労働科学研究所と共同し

て、自動車運転従事者の被災例（脳・心臓疾患）

のうち 81 例を抽出し、業種別の労働パターン

に注目し事例分析を行った。 

 

２）疫学研究 

職域コホート研究では、2万人程の労働者コ

ホートを 10 年間追跡するための研究体制を構

築することが当面の目標となる。本年度の目的

は、調査で重要な役割となる質問紙を作成する

こと、調査の試験的・予備的な研究として位置

付けるフィージビリティ調査を行うこと、コホ

ート構築に向けた協力企業等との共同研究体

制を構築することであった。質問紙作成に当た

っては、先行研究や過去に労働安全衛生総合研

究所で使用した質問紙の内容を精査するなど、
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質問項目の詳細を検討した。フィージビリティ

調査については、調査方法の詳細を定めた上で、

外注先となる企業との交渉を進めた。共同研究

体制の構築に関しては、予定していた企業や研

究機関との協議を進めた。 

現場介入調査では、過重労働やこれによる過

労死などの発生を防ぐための有効な手立てを

検討するために、職場環境を改善するための取

組を、調査協力の得られた職場において実施し、

その効果を検証することとしている。本調査は、

実際に、上記のような取組を行っている職場に

おいて、その効果を検討するため、アンケート

調査の実施や、日々の労働時間や余暇時間、睡

眠時間などを調べて、疲労回復との関連性を検

証する。平成 27 年度は、これらの調査を実施

可能とする方法論の検討や、調査協力が得られ

る職場の開拓を行った。 

疫学研究の高度化に向けて、国立国際医療研

究センターが中心に進めている職域多施設研

究（J-ECOH スタディ）とも連携を図ることと

した。 

 

３）実験研究 

循環器負担に関する研究では、本年度、実験

環境の整備及び本実験に向けた予備実験を行

った。予備実験については、本実験のための調

査項目を精査する目的で、3名の参加者を対象

にデスクワークを模擬した実験を行った。参加

者には 9 時から 18 時までの間に、データ入力

あるいは文書作成を行わせた。その際、心血管

系指標と主観的なストレス、疲労、眠気を 1

時間ごとに測定した。全体的な作業負担度は実

験の最後に NASA Task Load Index（NASA-TLX）

を用いて評価した。 

労働者の体力指標に関する研究では、①労働

者の心肺持久系体力を簡便、かつ、安全に評価

できる検査手法を開発すること、②開発した検

査手法による体力評価を上述の職域コホート

研究に組み入れ、労働者の体力と脳・心臓疾患

発症やその要因となる過重労働等との関係を

明らかにすることを目的としている。本年度は、

体力検査手法の開発に向け、関連する先行研究

の調査、検査に取り入れる予定の測定機器の精

度や実用性の確認、検査で用いる質問紙の開発、

検査時に対象者が実践する体力テスト法の開

発のための予備実験を行った。 

 

（倫理面での配慮） 

労災認定事案に関する調査（通知番号：

H2708）、職域コホート調査のためのフィージビ

リティ追跡調査（通知番号：H2712）、循環器負

担に関する実験研究（通知番号：H2713）は平

成 27 年 7 月に開催された労働安全衛生総合研

究所研究倫理審査委員会にて、職域コホート調

査のためのフィージビリティ調査（通知番号：

H2742）、体力に関する実験研究（通知番号：

H2744）は平成 28 年 3 月に開催された同委員会

にて審査され、承認を得た。 

労災認定事案の解析に際しては、労働安全衛

生総合研究所のホームページを通じて、過労死

等調査研究の一環として労災認定事案の調査

復命書等の解析を行うことを公表するととも

に、労働者本人、家族等の請求人より、該当事

案を解析対象から除外してほしいという希望

や質問のある場合は専用窓口に連絡するよう

に明示して倫理的な配慮を施した。 

https://www.jniosh.johas.go.jp/rule/pdf

/optout_overwork.pdf 

この情報は厚生労働省のホームページから

リンクが貼られている（過労死等防止対策に関

する調査研究について）。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsui

te/bunya/0000105655.html 

調査復命書と関連資料は施錠でき、かつカー

ド認識システムによって本研究に参加する関

係者しか入室できない労働安全衛生総合研究

所内の専用部屋にファイル化して保管した。そ

れらの電子媒体は所内ネットワークサーバー

に保管し、上記の限られた関係者のみがアクセ

スできるように設定した。 

 

Ｃ．研究結果 

１-１）事案解析：脳・心臓疾患 

平成22年1月から平成27年3月の労災認定

事案 1,564 件を対象とした。図表に示す結果と

一部は考察を記す。 

 
A) 被災者の性別、発症時年齢 

性別では男性が 95.6％（1495/1564）、女

性が 4.4％（69/1564）であった。発症時

年齢（平均）は男性が 49.3 歳、女性が 49.4

歳、全体で 49.3 歳であった。性差では圧

倒的に男性が多く、男女間での平均年齢に

差はなかった。死亡例では、平均年齢（全

体）が 47.5 歳であった。（図表１） 

 

B) 決定時の疾患名の分布 

脳疾患では脳内出血（28.6％）、くも膜下

出血（18.5％）、脳梗塞（14.6％）、高血圧

性脳症（0.3％）の順に多く、虚血性心疾

患等（以下「心疾患」という。）では、心

筋梗塞（17.1％）、心停止（14.3％）、解離
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性大動脈瘤（5.2％）、狭心症（1.2％）、の

順に多かった。脳疾患が全体の 61.9％、

心疾患が全体の 37.9％であった（図表１）。 

 

C) 発症時の前駆症状の有無 

頭痛や胸部痛などの前駆症状があったも

のが 18.9％、無かったものが 72.7％であ

った（図表１）。 

 

D) 事業場従業員数別の被災者数の分布 

労働者数層別集計では、50 人未満が

52.2％、50－99 人が 11.2％、1,000 人以

上が 6.6％であった（図表２）。 

 

E) 業種別の被災者数の分布 

全体では運輸業・郵便業（29.7％）、卸売

業・小売業（14.6％）、製造業（12.3％）

の順に多かったが、男女差がみられた。女

性では、卸売業・小売業（20.3％）、医療・

福祉（15.9％）が多く、運輸業・郵便業

（8.7％）が比較的少なかった。業種によ

る労働者構成の男女差によるものかもし

れない（図表２）。 

 

F) 職種別の被災者数の分布 

全体では輸送・機械運転従事者（26.5％）、

専門的・技術的職業従事者（14.7％）、販

売従事者（11.1％）、サービス職業従事者

（10.1％）の順に多いが、男女差がみられ

た。女性では輸送・機械運転従事者が少な

く、事務従事者が多い傾向がみられた（図

表２）。職種による労働者構成の男女差に

よるものかもしれない（図表２）。 

 

G) 所定休日制度の状況について 

所定休日は完全週休２日制（24.1％）、週

休１日制（22.3％）、隔週週休２日制（8.4％）

の順に多かった（図表３）。 

 

H) 健康診断の実施状況について 

健康診断の実施率は 69.1％であった。 

 

I) 過重労働面接指導の実施状況について 

面接指導の実施「あり」は 38 例（2.4％）

であった。 

 

J) 不規則な勤務や拘束時間の長い勤務、出張

の多い業務、交代勤務・深夜業務、精神的

緊張を伴う業務の有無 

発症前６か月の不規則な勤務は 214 例

（13.7％）、拘束時間の長い勤務は 479 例

（30.6％）、出張の多い業務は 127 例

（8.1％）、交代勤務・深夜業務は 225 例

（14.4％）にみられた。精神的緊張を伴う

業務は 197 例（12.6％）にみられた（図表

４）。 

 

K) 発症前の概ね 6 か月間の時間外労働時間

の状況 

発症前 1 か月時間外労働時間数の平均は

99.6 時間であり、最大は 360 時間であっ

た。発症前６か月時間外労働時間数の平均

は 86.3 時間であり、最大は 337.7 時間で

あった（図表４）。 

 

L) 決定時の疾患名と男女別クロス集計、男性

のみ（1469 名）における年齢別・業種別・

職種別のクロス集計 

脳内出血・脳梗塞・心筋梗塞・解離性大動

脈瘤は 50 歳代発症が最頻であったが、く

も膜下出血・心停止では 40 歳代が最頻で

あり、若年発症の傾向が認められた。業種

別に脳疾患と心疾患の分布を比較すると、

脳疾患の割合の平均 61.3％に比べ、情報

通信業（52.3％）、金融業・保険業（55.6％）、

建設業（56.2％）、運輸業・郵便業（58.7％）

でやや低く、心疾患の割合が高かった（図

表５、図表６）。 

 

１-２）事案解析：精神障害疾患 

平成22年1月～平成27年3月の労災認定事案

2,000 件を対象とし、性・年齢、労働者数、業

種・職種、事案の類型、業務上の出来事などに

ついて分析を行った。詳細については分担研究

報告書：自殺予防総合対策センターを参照。 

 

１-３）事案解析：業種分析（運輸業・郵便業） 

過労死等事案の最多業種である運輸業・郵便

業の解析は大原記念労働科学研究所と共同し

て、運輸業・郵便業の被災例（脳・心臓疾患）

のうち 81 例を抽出し、業態別の労働パターン

に注目し事例分析を行った。詳細については分

担研究報告書：大原記念労働科学研究所を参照。 

 

２-１）疫学研究：職域コホート調査 

質問紙作成については、質問項目の内容や質

問方法の詳細を検討した上で、フィージビリテ

ィ調査で使用するための質問紙を完成させた。

共同研究体制の構築に関しては、多くの企業の

従業員の健診データ等の情報を扱える立場に

ある 2 つの企業（勤労者支援プログラム(EAP)

機関、生命保険系医療情報分析業者）との交渉
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が進展し、個人情報保護の観点で問題がないこ

と、本コホート研究へのデータ提供が可能なこ

とが確認された。国際医療研究センターとの共

同研究については、同センターが進めている職

域多施設研究（J-ECOH スタディ）と連携して

調査を進めることが決まった。フィージビリテ

ィ調査については、調査内容の詳細が決定し、

外注先と詳細を詰める段階に至ったが、EAP 機

関、生命保険系医療情報分析業者との交渉が良

好に進展する中、本年度のフィージビリティ調

査を次年度に延期することとなった。 

 

２-２）疫学研究：現場介入研究 

現場介入調査では、現在、調査を実施するた

めの調査項目等はおおよそ見通しがついた段

階である。しかし、本調査に協力が得られる職

場については、現時点では確定していないため、

引き続き開拓を進めることとする。 
 
２-３）疫学研究：職域多施設研究 

疫学研究の高度化に向けて、国立国際医療研

究センターが中心に進めている職域多施設研

究（J-ECOH スタディ）とも連携し、今後の調

査方法について検討を行った。詳細については

分担研究報告書：国立国際医療研究センターを

参照。 

 

３-１）実験研究：循環器負担の研究 

循環器負担に関する研究では、予備実験の結

果、15 時以降、参加者全員の疲労が上昇した

（図１）。データ入力と比べて、文書作成の方

が全体的に作業負担が大きいことが示唆され

た（図２）。また、心血管系の指標に関しては、

予備実験の結果をもとに、本実験に向けて最適

な測定タイミングや時間などの手がかりが得

られた。 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

３-２）実験研究：体力指標に関する研究 

労働者の体力指標に関する研究では、まず、

心肺持久系体力の評価に関わる過去 50 年ほど

の先行研究について、米国スポーツ医学会が発

刊する研究誌を中心に調べ、関連が強いと思わ

れる論文から情報を収集し、これまでの研究動

向の全体像を把握した。次に、得られた情報を

基に、予備実験を行い、心肺持久系体力を評価

するための新しい体力テスト法を考案した。同

様に先行研究の情報を基に、心肺持久系体力を

評価するための新しい質問紙を作成した。また、

検査に取り入れる予定の測定機器については、

精度や実験での使い方に関して、測定機器メー

カーの担当者と協議を重ね、実験での測定方法

の詳細を確定させた。 

 

Ｄ．考察 

１）事案解析 

被災者の特徴として脳・心臓疾患では女性が

1割にも満たないが、精神障害では女性が 3割

を占めることが挙げられる。 

脳・心臓疾患の死亡例では日本人の平均寿命

に比べ若くして亡くなっている。疾患について

は、全国での一般的な脳卒中の発症内訳をみる

と、一般的には脳梗塞が最も多く（76％）、次

に脳出血（18％）、くも膜下出血が 6％という

分布 (小林祥泰編、脳卒中データバンク 2015)

であるが、労災認定事案においては脳出血やく

も膜下出血の割合が多い傾向がみられた。また、

事業場従業員数別の被災者数の分布（図表２：

労働者数層別）は、経済センサス基礎調査（平

成 21 年度）における従業者規模別の従業者数

分布と比べて大きな差はなかった。 

精神障害では、今後、事案の質的分析を行っ

ていくことになるが、その際には発症原因別に

分析していくことも有用であると思われた。適

応障害にはパワハラやセクハラ関連事案が含

0

20
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80

100
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測定時間

(%) 参加者１ 参加者２ 参加者３

大きい
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図１ 実験中の疲労度 

図２作業全体の負担度(NASA-TLX) 
参加者１と参加者３：データ入力 
参加者２：文書作成 
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まれ、うつ病には様々な発症要因の事案が含ま

れている。また、外傷後ストレス障害について

は、過労死等事案としての意味合いは薄く、分

析対象とするかについての検討が必要であろ

う。 

 

２）疫学研究 

職域コホート研究では、2万人程の労働者コ

ホートを 10 年間追跡するための研究体制を構

築し、可及的速やかにコホート研究を開始させ

る必要がある。本年度はその初期段階として、

調査で用いる質問紙の作成と研究体制構築の

ための交渉に時間を費やした。質問紙作成につ

いては、早い段階でその素案が完成した。この

素案を基に実際のコホート研究で使用する質

問項目を精査する予定である。共同研究体制の

構築に関しては、EAP 機関、生命保険系医療情

報分析業者との交渉が当初の予定より良好に

進展した。その結果、両企業と契約する複数の

企業の健診データ等の情報がコホート研究に

活用できる見込みとなった。現在は、調査対象

とする労働者の選定や質問紙調査のタイミン

グ、分析方法等、コホート研究の具体的な方法

論を協議するなど、次年度のコホート研究開始

に向けての調整を進めている。EAP 機関、生命

保険系医療情報分析業者との協議が進展する

中、当初 3年間（年 1回）の追跡調査を予定し

ていたフィージビリティ調査は追跡の必要が

なく、年 1 回の調査で良いとの結論に至った。

よって本年度予定していたフィージビリティ

調査は、規模を縮小させた形で次年度に実施す

ることとした。国際医療研究センターとの共同

研究については、相互理解を深めている段階で

ある。今後は職域多施設研究（J-ECOH スタデ

ィ）との具体的な連携方法を模索していく。 

今後の現場介入調査を進めていく上で必要

なことは、第一に、協力職場を開拓することで

ある。現時点では、調査方法や項目についての

精査はおおよそ見通しがついたところである。

そのため、引き続き、勤務間インターバル制度

などを実施している職場、あるいは実施前の職

場の協力が得られるように、様々なチャンネル

を用いながら、今後も開拓を進めていく。 

 

３）実験研究 

循環器負担に関する研究では、作業課題の選

定、実験プロトコールの精査（例えば 15 時以

降の休息時間の延長、心血管指標の測定タイミ

ングなど）ができ、本実験に向けた準備が整っ

た段階である。 

労働者の体力指標に関する研究では、心肺持

久系体力の新しい検査手法の開発に向けた本

実験を次年度に行うことを予定している。本年

度はその準備段階として、本実験で用いる質問

紙と体力測定法を開発するなど、次年度の本実

験の内容の詳細を確定させた。この実験内容に

より研究倫理審査委員会の審査に諮り、すでに

承認されているので、次年度より本実験を開始

する。 

 

Ｅ．結論 

以上、全体をまとめると、１）事案解析につ

いては、脳・心臓疾患と精神障害とも統計処理

が可能な関連情報を数値化したデータベース

が構築され、全体の基本集計や運輸業・郵便業

での解析が進められた、２）疫学研究について

は、職域コホート調査、職場介入調査とも次年

度に本格的に開始するための準備が進められ、

職域多施設研究は先行的に進められ自己申告

による残業時間についての知見が得られた、３）

実験研究については、循環器負担に関する研究、

労働者の体力指標に関する研究とも予備実験

により器具の精度や実用性の確認が終了し、本

実験に向けての準備が整った。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 
 
1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

  なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

なし 
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図表１ 請求時・発症時・死亡時年齢・決定時疾患名・前駆症状 

 

男性 女性 全体

n (%) n (%) n (%)

性別 1495 69 1564

(95.6) (4.4) (100)

請求時年齢（M, SD） 49.8 9.6 49.8 12.6 49.8 9.8

発症時年齢（M, SD） 49.3 9.7 49.4 12.6 49.3 9.8

20-29歳 42 (2.8) 4 (5.8) 46 (2.9)

30-39歳 203 (13.6) 11 (15.9) 214 (13.7)

40-49歳 484 (32.4) 15 (21.7) 499 (31.9)

50-59歳 551 (36.9) 23 (33.3) 574 (36.7)

60-69歳 196 (13.1) 14 (20.3) 210 (13.4)

70歳以上 19 (1.3) 2 (2.9) 21 (1.3)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)

死亡時年齢（M, SD） 47.6 9.7 45.1 12.4 47.5 9.8

20-29歳 24 (4.0) 1 (6.3) 25 (4.1)

30-39歳 101 (16.9) 5 (31.3) 106 (17.3)

40-49歳 210 (35.2) 3 (18.8) 213 (34.7)

50-59歳 196 (32.8) 5 (31.3) 201 (32.8)

60-69歳 62 (10.4) 2 (12.5) 64 (10.4)

70歳以上 4 (0.7) 0 (0.0) 4 (0.7)

合計 597 (100) 16 (100) 613 (100)

決定時疾患名

脳内出血（脳出血） 419 (28.0) 28 (40.6) 447 (28.6)

くも膜下出血 261 (17.5) 28 (40.6) 289 (18.5)

脳梗塞 221 (14.8) 7 (10.1) 228 (14.6)

心筋梗塞 267 (17.9) 1 (1.4) 268 (17.1)

心停止（心臓性突然死を含む。） 220 (14.7) 4 (5.8) 224 (14.3)

解離性大動脈瘤 81 (5.4) 1 (1.4) 82 (5.2)

高血圧性脳症 4 (0.3) 0 (0.0) 4 (0.3)

狭心症 19 (1.3) 0 (0.0) 19 (1.2)

その他* 3 (0.2) 0 (0.0) 3 (0.2)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)

*その他：てんかん、急性心不全、（必要情報なし）

前駆症状

無 1090 (72.9) 47 (68.1) 1137 (72.7)

有 284 (19.0) 12 (17.4) 296 (18.9)

頭痛 112 (7.5) 12 (17.4) 124 (7.9)

胸部痛 48 (3.2) 1 (1.4) 49 (3.1)

その他 182 (12.2) 8 (11.6) 190 (12.1)

記載なし／不明 121 (72.9) 10 (14.5) 131 (8.4)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)
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図表２ 労働者数・業種・職種 

 
 

男性 女性 全体

n (%) n (%) n (%)

労働者数層別

10人未満 241 (16.1) 15 (21.7) 256 (16.4)

10-49人 538 (36.0) 22 (31.9) 560 (35.8)

50-99人 164 (11.0) 11 (15.9) 175 (11.2)

100-499人 275 (18.4) 10 (14.5) 285 (18.2)

500-999人 51 (3.4) 3 (4.3) 54 (3.5)

1000人以上 100 (6.7) 3 (4.3) 103 (6.6)

記載なし／不明 126 (8.4) 5 (7.2) 131 (8.4)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)

業種(大分類)

運輸業，郵便業 459 (30.7) 6 (8.7) 465 (29.7)

卸売業･小売業 215 (14.4) 14 (20.3) 229 (14.6)

製造業 186 (12.4) 7 (10.1) 193 (12.3)

建設業 162 (10.8) 0 (0.0) 162 (10.4)

サービス業（他に分類されないもの） 121 (8.1) 4 (5.8) 125 (8.0)

宿泊業，飲食サービス業 104 (7.0) 10 (14.5) 114 (7.3)

情報通信業 46 (3.1) 5 (7.2) 51 (3.3)

医療，福祉 38 (2.5) 11 (15.9) 49 (3.1)

学術研究，専門・技術サービス業 44 (2.9) 3 (4.3) 47 (3.0)

生活関連サービス業，娯楽業 33 (2.2) 4 (5.8) 37 (2.4)

不動産業，物品賃貸業 28 (1.9) 0 (0.0) 28 (1.8)

教育，学習支援業 23 (1.5) 2 (2.9) 25 (1.6)

漁業 14 (0.9) 0 (0.0) 14 (0.9)

金融業･保険業 9 (0.6) 1 (1.4) 10 (0.6)

農業，林業 6 (0.4) 1 (1.4) 7 (0.4)

複合サービス事業 6 (0.4) 1 (1.4) 7 (0.4)

電気・ガス・熱供給・水道業 1 (0.1) 0 (0.0) 1 (0.1)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)

職種(大分類)

輸送・機械運転従事者 412 (27.6) 2 (2.9) 414 (26.5)

専門的・技術的職業従事者 215 (14.4) 15 (21.7) 230 (14.7)

販売従事者 161 (10.8) 13 (18.8) 174 (11.1)

サービス職業従事者 143 (9.6) 15 (21.7) 158 (10.1)

管理的職業従事者 152 (10.2) 3 (4.3) 155 (9.9)

事務従事者 131 (8.8) 14 (20.3) 145 (9.3)

生産工程従事者 82 (5.5) 5 (7.2) 87 (5.6)

建設・採掘従事者 73 (4.9) 0 (0.0) 73 (4.7)

保安職業従事者 42 (2.8) 0 (0.0) 42 (2.7)

運搬・清掃・包装等従事者 36 (2.4) 0 (0.0) 36 (2.3)

農林漁業従事者 20 (1.3) 1 (1.4) 21 (1.3)

運輸・通信従事者 19 (1.3) 0 (0.0) 19 (1.2)

生産工程・労務作業者（Ｉ－１　製造・制作作業者） 5 (0.3) 0 (0.0) 5 (0.3)

生産工程・労務作業者（Ｉ－３　採掘・建設・労務作業者） 4 (0.3) 1 (1.4) 5 (0.3)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)
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図表３ 所定休日・出退勤の管理状況・就業規則等 

 
 

  

男性 女性 全体

n (%) n (%) n (%)

所定休日

週休1日制 331 (22.1) 18 (26.1) 349 (22.3)

隔週週休2日制 129 (8.6) 2 (2.9) 131 (8.4)

完全週休2日制 361 (24.1) 16 (23.2) 377 (24.1)

記載なし／不明 674 (45.1) 33 (47.8) 707 (45.2)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)

出退勤の管理状況

タイムカード 440 (29.4) 25 (36.2) 465 (29.7)

出勤簿 386 (25.8) 19 (27.5) 405 (25.9)

管理者による確認 257 (17.2) 9 (13.0) 266 (17.0)

本人の申告 361 (24.1) 17 (24.6) 378 (24.2)

就業規則

なし 179 (12.0) 15 (21.7) 194 (12.4)

あり 1182 (79.1) 50 (72.5) 1232 (78.8)

記載なし／不明 134 (9.0) 4 (5.8) 138 (8.8)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)

賃金規程

なし 224 (15.0) 18 (26.1) 242 (15.5)

あり 1059 (70.8) 38 (55.1) 1097 (70.1)

記載なし／不明 212 (14.2) 13 (18.8) 225 (14.4)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)

健康診断

なし 249 (16.7) 16 (23.2) 265 (16.9)

あり 1037 (69.4) 43 (62.3) 1080 (69.1)

記載なし／不明 209 (14.0) 10 (14.5) 219 (14.0)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)

面接指導

なし 1116 (74.6) 52 (75.4) 1168 (74.7)

あり 36 (2.4) 2 (2.9) 38 (2.4)

記載なし／不明 343 (22.9) 15 (21.7) 358 (22.9)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)

既往歴

なし 702 (47.0) 39 (56.5) 741 (47.4)

あり 529 (35.4) 18 (26.1) 547 (35.0)

記載なし／不明 264 (17.7) 12 (17.4) 276 (17.6)

合計 1495 (100) 69 (100) 1564 (100)
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図表４ 発症 6 か月前の労働時間以外負荷要因・発症前の時間外労働時間数 

 
 

  

男性 女性 全体

n (%) n (%) n (%)

発症前6か月の不規則な勤務

205 (13.7) 9 (13.0) 214 (13.7)

発症前6か月の拘束時間の長い勤務

467 (31.2) 12 (17.4) 479 (30.6)

発症前6か月の出張の多い業務

124 (8.3) 3 (4.3) 127 (8.1)

発症前6か月の交代勤務・深夜勤務

218 (14.6) 7 (10.1) 225 (14.4)

発症前6か月の作業環境（温度、騒音、時差）

79 (5.3) 3 (4.3) 82 (5.2)

発症前6か月の温度

24 (1.6) 2 (2.9) 26 (1.7)

発症前6か月の騒音

2 (0.1) 1 (1.4) 3 (0.2)

発症前6か月の時差

2 (0.1) 1 (1.4) 3 (0.2)

発症前6か月の精神的緊張を伴う業務

192 (12.8) 5 (7.2) 197 (12.6)

発症前1か月の時間外労働時間数

（n, M） 1441 99.9 68 92.0 1509 99.6

（Max） 360.0 196.1 360.0

発症前2か月の時間外労働時間数

（n, M） 1280 95.1 61 92.1 1341 95.0

（Max） 316.5 253.6 316.5

発症前3か月の時間外労働時間数

（n, M） 1179 92.8 59 86.5 1238 92.5

（Max） 291.7 242.6 291.7

発症前4か月の時間外労働時間数

（n, M） 1148 90.9 58 90.0 1206 90.8

（Max） 288.5 259.7 288.5

発症前5か月の時間外労働時間数

（n, M） 1117 88.9 58 81.4 1175 88.5

（Max） 306.0 250.2 306.0

発症前6か月の時間外労働時間数

（n, M） 1104 86.7 57 80.1 1161 86.3

（Max） 337.7 250.8 337.7

注）M:Mean/平均値（単位、時間）、Max:最大値（単位、時間）
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図表５ 決定時６疾患と年齢・業種・職種のクロス集計結果 

 
  

脳内出血
（脳出血）

くも膜下出血 脳梗塞 心筋梗塞
心停止

（心臓性突然
死を含む。）

解離性
大動脈瘤

合計

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

性別

男 419 (93.7) 261 (90.3) 221 (96.9) 267 (99.6) 220 (98.2) 81 (98.8) 1469 (95.5)

女 28 (6.3) 28 (9.7) 7 (3.1) 1 (0.4) 4 (1.8) 1 (1.2) 69 (4.5)

合計 447 (100) 289 (100) 228 (100) 268 (100) 224 (100) 82 (100) 1538 (100)

男性のみ1,469名 発症時年齢

20-29歳 5 (1.2) 5 (1.9) 3 (1.4) 5 (1.9) 23 (10.5) 0 (0.0) 41 (2.8)

30-39歳 45 (10.7) 48 (18.4) 19 (8.6) 26 (9.7) 56 (25.5) 7 (8.6) 201 (13.7)

40-49歳 134 (32.0) 106 (40.6) 59 (26.7) 82 (30.7) 66 (30.0) 26 (32.1) 473 (32.2)

50-59歳 161 (38.4) 85 (32.6) 90 (40.7) 116 (43.4) 57 (25.9) 32 (39.5) 541 (36.8)

60-69歳 65 (15.5) 14 (5.4) 48 (21.7) 37 (13.9) 16 (7.3) 14 (17.3) 194 (13.2)

70歳以上 9 (2.1) 3 (1.1) 2 (0.9) 1 (0.4) 2 (0.9) 2 (2.5) 19 (1.3)

合計 419 (100) 261 (100) 221 (100) 267 (100) 220 (100) 81 (100) 1469 (100)

男性のみ1,469名 業種（大分類）

運輸業，郵便業 129 (28.7) 70 (15.6) 65 (14.4) 115 (25.6) 47 (10.4) 24 (5.3) 450 (100)

卸売業･小売業 57 (26.8) 48 (22.5) 30 (14.1) 34 (16.0) 35 (16.4) 9 (4.2) 213 (100)

製造業 48 (25.9) 39 (21.1) 29 (15.7) 24 (13.0) 36 (19.5) 9 (4.9) 185 (100)

建設業 48 (29.6) 21 (13.0) 22 (13.6) 32 (19.8) 27 (16.7) 12 (7.4) 162 (100)

サービス業（他に分類されないもの） 35 (30.2) 24 (20.7) 22 (19.0) 18 (15.5) 13 (11.2) 4 (3.4) 116 (100)

宿泊業，飲食サービス業 33 (33.3) 18 (18.2) 9 (9.1) 16 (16.2) 15 (15.2) 8 (8.1) 99 (100)

情報通信業 8 (18.2) 8 (18.2) 7 (15.9) 5 (11.4) 13 (29.5) 3 (6.8) 44 (100)

学術研究，専門・技術サービス業 16 (37.2) 7 (16.3) 7 (16.3) 4 (9.3) 5 (11.6) 4 (9.3) 43 (100)

医療，福祉 9 (23.7) 9 (23.7) 6 (15.8) 2 (5.3) 9 (23.7) 3 (7.9) 38 (100)

生活関連サービス業，娯楽業 9 (27.3) 7 (21.2) 5 (15.2) 3 (9.1) 6 (18.2) 3 (9.1) 33 (100)

不動産業，物品賃貸業 10 (35.7) 3 (10.7) 5 (17.9) 5 (17.9) 5 (17.9) 0 (0.0) 28 (100)

教育，学習支援業 8 (36.4) 2 (9.1) 5 (22.7) 4 (18.2) 3 (13.6) 0 (0.0) 22 (100)

漁業 2 (14.3) 1 (7.1) 7 (50.0) 3 (21.4) 0 (0.0) 1 (7.1) 14 (100)

金融業･保険業 3 (33.3) 1 (11.1) 1 (11.1) 0 (0.0) 4 (44.4) 0 (0.0) 9 (100)

農業，林業 3 (50.0) 1 (16.7) 0 (0.0) 1 (16.7) 0 (0.0) 1 (16.7) 6 (100)

複合サービス事業 1 (16.7) 2 (33.3) 1 (16.7) 1 (16.7) 1 (16.7) 0 (0.0) 6 (100)

電気・ガス・熱供給・水道業 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 1 (100)

合計 419 (28.5) 261 (17.8) 221 (15.0) 267 (18.2) 220 (15.0) 81 (5.5) 1469 (100)

男性のみ1,469名 職種（大分類）

輸送・機械運転従事者 120 (29.8) 65 (16.1) 58 (14.4) 98 (24.3) 38 (9.4) 24 (6.0) 403 (100)

専門的・技術的職業従事者 58 (27.6) 37 (17.6) 30 (14.3) 25 (11.9) 49 (23.3) 11 (5.2) 210 (100)

販売従事者 41 (25.9) 38 (24.1) 23 (14.6) 21 (13.3) 27 (17.1) 8 (5.1) 158 (100)

管理的職業従事者 31 (20.5) 30 (19.9) 21 (13.9) 34 (22.5) 24 (15.9) 11 (7.3) 151 (100)

サービス職業従事者 47 (33.8) 23 (16.5) 20 (14.4) 17 (12.2) 22 (15.8) 10 (7.2) 139 (100)

事務従事者 41 (31.8) 22 (17.1) 14 (10.9) 23 (17.8) 24 (18.6) 5 (3.9) 129 (100)

生産工程従事者 26 (31.7) 18 (22.0) 12 (14.6) 6 (7.3) 16 (19.5) 4 (4.9) 82 (100)

建設・採掘従事者 23 (31.5) 9 (12.3) 12 (16.4) 14 (19.2) 12 (16.4) 3 (4.1) 73 (100)

保安職業従事者 12 (29.3) 7 (17.1) 11 (26.8) 9 (22.0) 0 (0.0) 2 (4.9) 41 (100)

運搬・清掃・包装等従事者 11 (31.4) 5 (14.3) 7 (20.0) 8 (22.9) 4 (11.4) 0 (0.0) 35 (100)

農林漁業従事者 5 (25.0) 2 (10.0) 7 (35.0) 3 (15.0) 1 (5.0) 2 (10.0) 20 (100)

運輸・通信従事者 1 (5.3) 4 (21.1) 4 (21.1) 8 (42.1) 2 (10.5) 0 (0.0) 19 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－１　製造・制作作業者） 1 (20.0) 0 (0.0) 2 (40.0) 1 (20.0) 1 (20.0) 0 (0.0) 5 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－３　採掘・建設・労務作業者） 2 (50.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (25.0) 4 (100)

合計 419 (28.5) 261 (17.8) 221 (15.0) 267 (18.2) 220 (15.0) 81 (5.5) 1469 (100)
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図表６ 決定時６疾患の脳・心臓疾患別のクロス集計結果 

 
 

脳疾患 心疾患 合計

n (%) n (%) n (%)

男性のみ1,469名 901 (61.3) 568 (38.7) 1469 (100)

男性のみ1,469名 発症時年齢

20-29歳 13 (31.7) 28 (68.3) 41 (100)

30-39歳 112 (55.7) 89 (44.3) 201 (100)

40-49歳 299 (63.2) 174 (36.8) 473 (100)

50-59歳 336 (62.1) 205 (37.9) 541 (100)

60-69歳 127 (65.5) 67 (34.5) 194 (100)

70歳以上 14 (73.7) 5 (26.3) 19 (100)

合計 901 (61.3) 568 (38.7) 1469 (100)

男性のみ1,469名 業種（大分類）

運輸業，郵便業 264 (58.7) 186 (41.3) 450 (100)

卸売業･小売業 135 (63.4) 78 (36.6) 213 (100)

製造業 116 (62.7) 69 (37.3) 185 (100)

建設業 91 (56.2) 71 (43.8) 162 (100)

サービス業（他に分類されないもの） 81 (69.8) 35 (30.2) 116 (100)

宿泊業，飲食サービス業 60 (60.6) 39 (39.4) 99 (100)

情報通信業 23 (52.3) 21 (47.7) 44 (100)

学術研究，専門・技術サービス業 30 (69.8) 13 (30.2) 43 (100)

医療，福祉 24 (63.2) 14 (36.8) 38 (100)

生活関連サービス業，娯楽業 21 (63.6) 12 (36.4) 33 (100)

不動産業，物品賃貸業 18 (64.3) 10 (35.7) 28 (100)

教育，学習支援業 15 (68.2) 7 (31.8) 22 (100)

漁業 10 (71.4) 4 (28.6) 14 (100)

金融業･保険業 5 (55.6) 4 (44.4) 9 (100)

農業，林業 4 (66.7) 2 (33.3) 6 (100)

複合サービス事業 4 (66.7) 2 (33.3) 6 (100)

電気・ガス・熱供給・水道業 0 (0.0) 1 (100.0) 1 (100)

合計 901 (61.3) 568 (38.7) 1469 (100)

男性のみ1,469名 職種（大分類）

輸送・機械運転従事者 243 (60.3) 160 (39.7) 403 (100)

専門的・技術的職業従事者 125 (59.5) 85 (40.5) 210 (100)

販売従事者 102 (64.6) 56 (35.4) 158 (100)

管理的職業従事者 82 (54.3) 69 (45.7) 151 (100)

サービス職業従事者 90 (64.7) 49 (35.3) 139 (100)

事務従事者 77 (59.7) 52 (40.3) 129 (100)

生産工程従事者 56 (68.3) 26 (31.7) 82 (100)

建設・採掘従事者 44 (60.3) 29 (39.7) 73 (100)

保安職業従事者 30 (73.2) 11 (26.8) 41 (100)

運搬・清掃・包装等従事者 23 (65.7) 12 (34.3) 35 (100)

農林漁業従事者 14 (70.0) 6 (30.0) 20 (100)

運輸・通信従事者 9 (47.4) 10 (52.6) 19 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－１　製造・制作作業者） 3 (60.0) 2 (40.0) 5 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－３　採掘・建設・労務作業者） 3 (75.0) 1 (25.0) 4 (100)

合計 901 (61.3) 568 (38.7) 1469 (100)
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別添４ 

労災疾病臨床研究事業費補助金 

分担研究報告書 

 

精神障害・自殺の労災認定事案の分析に関する研究 

 

研究分担者 松本俊彦 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

自殺予防総合対策センター副センター長・薬物依存研究部長 

 

研究分担者：高本真寛（労働安全衛生総合研究

所過労死等調査研究センター・研究員） 

研究分担者：山内貴史（国立精神・神経医療研

究センター精神保健研究所自殺予防総合対策

センター・自殺実態分析室研究員） 

研究分担者：竹島 正（川崎市健康福祉局障害

保健福祉部・担当部長） 

 

Ａ．研究目的 

過労死等の予防は労働衛生上の最重要課題

の一つである。特に、精神障害の労災請求件数

は平成 11年度に初めて 100 件を超え、平成 26

年度には 1,456 件と過去最多となっている。支

給決定件数についても、平成 26 年度は 497 件

とやはり過去最多であり、このうち自殺（未遂

を含む）は 99件となっている。 

このような背景から、わが国では平成 26 年

11 月に「過労死等防止対策推進法」が施行さ

れ、平成 27 年 7 月には「過労死等の防止のた

めの対策に関する大綱」が閣議決定された。過

労死等防止対策推進法では過労死等の防止の

ための調査研究を行うことが目的の一つとな 

っているが、業務に起因する精神障害・自殺の

予防対策を推進する上で、その実態の詳細な把

握が急務となっている。以上を踏まえ、本研究

では過去約 5 年間に支給決定された精神障害

の労災認定事案のデータベースを作成・分析し、

業務上の精神障害・自殺の実態及びその背景要

因を明らかにすることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

（1）分析対象 

脳・心臓疾患と精神障害（自殺を含む）の過

去 5 年間（平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月）

の労災認定事案について全国の労働局及び労

働基準監督署から調査復命書と関連資料を過

労死等調査研究センターに収集した（ただし、

関連資料の収集は、長時間労働の調査を行った

事案のみ）。統計処理を可能にするために、関

連情報を数値化したデータベースを構築した。

精神障害事案でデータベース化された 2,000

件を本研究の分析対象とした。なお、データベ

ース構築の詳細については総括研究報告書を

参照のこと。 

（2）分析方法 

本研究では、労災認定に関する書類のうち、

特に精神障害の疾患名及び業務に関する出来

事を中心に、性・生存死亡（決定時に生存して

いた事案、若しくは自殺により死亡していた事

案）別及び性・年齢層（請求時年齢が 40 歳未

研究要旨 

本研究では、平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月までの間に支給決定された精神障害

の労災認定事案のデータベースを作成・分析し、業務上の精神障害・自殺の実態及び

その背景要因を明らかにすることを目的とした。脳・心臓疾患と精神障害（自殺を含

む）の過去 5 年間（平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月）の労災認定事案について、全

国の労働局及び労働基準監督署より、調査復命書と関連資料を過労死等調査研究セン

ターに収集した。統計処理を可能にするために、関連情報を数値化したデータベース

を構築した。精神障害事案でデータベース化された 2,000 件を本研究の分析対象とし

た。精神障害の労災認定事案全体において、男女を問わず発症時に 30 歳代の事案が最

も多く、特に女性では 39歳以下の事案が全体の約 60％を占めていた。業種・職種別で

は製造業を中心に男性の事案が多くなっていた一方、医療・福祉業では顕著に女性の

事案が多いなどの特徴がみられた。さらには、事故や災害の体験については F4に該当

した生存事案が、対人関係（嫌がらせ・いじめ、暴行、上司とのトラブル、セクシュア

ルハラスメントなど）については男性の死亡事案では F3 が、女性の生存事案では F4

が多い傾向がみられた。 

YMDXH
テキストボックス
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満、若しくは 40 歳以上）別に集計を行った。

精神障害については、「ICD-10 国際疾病分類第

10 版（2003 年改訂）」の第 5 章「精神及び行動

の障害（F00-F99）」に基づいて分類された。ま

た、業務に関する出来事については、平成 23

年 12 月に策定された「心理的負荷による精神

障害の認定基準」（以下「認定基準」という。）

の「業務による心理的負荷評価表」に挙げられ

ている出来事及び平成 11 年 9 月に策定された

「心理的負荷による精神障害等に係る業務上

外の判断指針について」（以下「判断指針」と

いう。）における出来事に基づいて集計を行っ

た。業務上外の決定時期により「認定基準」と

「判断指針」のいずれで具体的な出来事の有無

が判断されたかが異なるため、「認定基準」「判

断指針」別の集計も実施した。 

 

（倫理面での配慮） 

本研究は、主幹機関である労働安全衛生総合

研究所研究倫理審査委員会において審査され、

承認（通知番号:H2708）を得た上で実施された。

本研究において分析に用いたデータベースは、

個人の氏名、住所、電話番号等、個人の特定に

つながりうる情報が一切含まれない状態で作

成された。 

 

Ｃ．研究結果 

（1）性・年齢 

分析対象となった精神障害の労災認定事案

について、男女別の年齢分布及び平均年齢（請

求時、発症時及び死亡時年齢）を表 1に示した。 

事案全体における男性の割合は 68.6％

（1,373/2,000）であった。また、事案全体の

平均請求時年齢は 40.0 歳（SD=11.6）であった。

男女別に見ると、男性事案の方が請求時・発症

時年齢ともに若干ながら高い傾向がうかがえ

た。また、男女を問わず発症時に 30 歳代の事

案が最も多かったが、特に女性では 20 歳～39

歳の事案が全体の 61.0％を占めていた。なお、

男性と比較して女性の死亡事案はかなり少数

ではあったが、女性の平均死亡時年齢は 31.3

歳（SD=11.4）であり、男性（42.5 歳（SD=12.3））

と比較して若年であり、20 歳代の事案が半数

以上を占めていた。 

 

（2）事業場の労働者数、業種（大分類）、職種

（大分類） 

事業場の労働者数及び業種・職種について、

男女別の集計結果を表 2に示した。事案全体で

は労働者数 10～49 人規模の事業場で労災認定

が最も多かったが、規模別の分布に関して顕著

な性差はみられなかった。 

業種（大分類）別に見ると、男女全体で事案

数が最も多かったのは製造業であり、以下、卸

売業・小売業、医療・福祉、運輸業・郵便業、

建設業の順であった。業種による労働者構成の

男女差を反映してか、製造業を中心に男性の事

案が多く、男性事案全体の中でこれらの業種の

事案が占める割合も高かったが、医療・福祉に

ついては顕著に女性の事案が多く、女性事案全

体の 28.8％が該当していた。 

職種別では、男女全体の事案数が最も多かっ

たのは専門的・技術的職業従事者であり、以下、

事務従事者、販売従事者、サービス業従事者の

順であった。女性においては、事案全体の

87.6％がこれら 4 つの職種のいずれかに該当

していた。男性においても、女性と同様に最も

事案数が多かったのは専門的・技術的職業従事

者、次いで事務従事者であった。一方で、職種

による労働者構成の性差からか、女性と比較す

ると男性では管理的職業従事者、建設・採掘従

事者、生産工程従事者、輸送・機械運転従事者

などの占める割合が高かった。 

 

（3）精神障害及び事案の類型（性・生存死亡

別） 

ICD-10 による疾患名を中心に、性別・生存死

亡別の集計結果を表 3に示した。 

精神障害の労災認定事案全体の約 7 割は男

性であったが、自殺事案に限れば男性の割合は

95.5％（363/380）であった。また、男性の事

案 1,372 例のうち死亡事案は 363 例（26.5％）

であったが、女性の事案 626 例のうち死亡事案

は 17例（2.7％）であった。 

精神障害については、生存・死亡を問わず、

ほぼ全事案が F3（気分[感情]障害）若しくは

F4（神経症性障害、ストレス関連障害及び身体

表現性障害）のいずれかに該当していた。男性

の事案のうち59.7％がF3に該当したのに対し

て、女性の事案のうち 73.0％は F4 に該当する

事案であった。 

精神障害について生存・死亡別に見ると、男

性の生存事案の 43.4％が F32（うつ病エピソー

ド）に該当したのに対し、女性の生存事案では

23.2％であった。一方、男性の生存事案におけ

る F43（重度ストレスへの反応及び適応障害）

の割合が 41.1％であったのに対し、女性の生

存事案では F43.1（外傷後ストレス障害）及び

F43.2（適応障害）を中心に、F43 に該当した事

案が 63.4％であった。死亡事案についてみる

と、男性の死亡事案の 76.3％、女性の死亡事案

の 58.8％が F32 に該当していた。 
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（4）精神障害及び事案の類型（性・年齢層別） 

ICD-10 による疾患名及び事案の類型につい

て、性別・年齢層別の基本集計の結果を表 4に

示した。 

精神障害については、男性では F3 が多い傾

向がみられたが、この傾向は特に 40 歳以上で

強かった。一方、男性と異なり、女性では F4 が

多い傾向がみられたが、この傾向は特に 40 歳

未満の層で顕著であり、40 歳未満の女性事案

の 76.3％は F43.1、F43.2 を中心とした F4 に

該当していた。なお、年齢層を問わず、男性で

は F4 の中で F43.2 が最も多かったが、女性で

は F43.1 が最も多くみられた。 

 

（5）業務上の出来事（性・生存死亡別、「判断

指針」・「認定基準」別） 

「判断指針」及び「認定基準」における出来

事について、性別・生存死亡別の集計結果をそ

れぞれ表 5-1、表 5-2 に示した。なお、ここで

は新しい基準である平成 23 年の「認定基準」

に基づいて労災認定された事案についての出

来事の集計結果（表 5-2）を概観する。認定基

準において心理的負荷の総合評価が「強」とな

る「特別な出来事」に該当した事案全体だけで

みても、半数程度が長時間労働以外の「心理的

負荷が極度のもの」となっている。また、男性

の割合が高く、死亡事案 48 例に限れば全例が

男性であった。さらに男女別にみると、「特別

な出来事」に該当した男性では「極度の長時間

労働」に該当した事案が多い傾向がみられたの

に対し、「特別な出来事」に該当した女性では

「心理的負荷が極度のもの」に該当した事案が

多かった。 

具体的出来事の中では、特に男性において、

「恒常的な長時間労働」を含めた過重労働関連

の出来事に該当する事案及び仕事の量・質の変

化に該当する事案（「仕事内容・仕事量の（大

きな）変化を生じさせる出来事があった」）に

該当した事案が多かった。また、男女を問わず、

特に生存事案において「悲惨な事故や災害の体

験、目撃をした」に該当する事案が多かった。

他にも男女を問わず該当する事案が多かった

のは対人関係の出来事であり、「（ひどい）嫌が

らせ、いじめ、又は暴行を受けた」「上司との

トラブルがあった」などの出来事に該当する事

案が多かった。さらには、女性の生存事案に顕

著に見られた出来事は「セクシュアルハラスメ

ントを受けた」であった。 

 

（6）業務上の出来事（性・年齢層別、「判断指

針」・「認定基準」別） 

「判断指針」及び「認定基準」における出来

事について、性別・年齢層別の集計結果をそれ

ぞれ表 6-1、表 6-2 に示した。平成 23年の「認

定基準」に基づいた出来事の集計結果（表 6-2）

を概観すると、心理的負荷の総合評価が「強」

となる「特別な出来事」に該当した事案におい

て、男性では 40 歳以上で「極度の長時間労働」

に該当した事案が多い傾向がみられたのに対

し、女性では 40 歳未満で「心理的負荷が極度

のもの」に該当した事案が多かった。他の具体

的出来事については、男女を問わず該当事案数

の多かった過重労働関連の出来事、事故や災害

の体験、嫌がらせ・いじめ・暴行、対人関係の

トラブルなどで年齢層による顕著な差はみら

れず、女性におけるセクシュアルハラスメント

についても年齢層による顕著な差はみられな

かった。 

 

（7）精神障害及び業務上の出来事（性・生存

死亡別） 

精神障害のうち、労災認定事案の中で大多数

を占める F3 及び F4について、性別・生存死亡

別に認定基準における出来事への該当状況を

表 7に示した。なお、表 7においては、平成 11

年の判断指針と平成 23 年の認定基準とで同内

容の出来事と判断された項目については認定

基準の出来事に統一した上で集計を行った。心

理的負荷の総合評価が「強」となる「特別な出

来事」及び該当する事案が多かった出来事を中

心に概観すると、まず「特別な出来事」につい

ては、「極度の長時間労働」に該当する事案で

は F3が、「心理的負荷が極度のもの」に該当す

る事案では F4が多かった。また、「特別な出来

事」に該当した死亡事案は全例が男性であった

が、その多くは F3の決定を受けていた。 

具体的出来事については、「恒常的な長時間

労働」を含めた過重労働関連の出来事に該当す

る事案では F3 に該当する事案が多い傾向がみ

うけられた。「悲惨な事故や災害の体験、目撃

をした」については、男女を問わず F4 に該当

した生存事案が顕著に多かった。また、「（ひど

い）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」「上

司とのトラブルがあった」などの対人関係の出

来事については、男性の死亡事案では F3 が、

女性の生存事案では F4 が多い傾向がみうけら

れた。さらには、「セクシュアルハラスメント

を受けた」については女性の生存事案がほとん

どであったが、F4 に該当した事案が多かった。 
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Ｄ．考察 

本研究では、平成 22年 1月から平成 27年 3

月までの間に全国の労働基準監督署において

支給決定された精神障害の労災認定事案のデ

ータベースを分析し、業務上の心理的負荷によ

る精神障害・自殺の実態を概観した。 

支給決定された精神障害の労災認定事案全

体における男性の割合は約 70％、死亡事案の

みに限定すれば男性の割合は 95％超であった。

平成 27 年の警察庁の自殺統計における、「被雇

用者・勤め人」（有職者から自営業・家族従業

者を除いた者で、会社役員等を含む）の自殺死

亡数は 6,782 人であったが、そのうち 5,629 人

（83.0％）は男性であったことや、被雇用者・

勤め人のうち「勤務問題」（仕事の失敗、職場

の人間関係、職場環境の変化、仕事疲れ等）が

自殺の原因・動機の一つであった自殺死亡数は

1,800人であったが、このうち1,595人（88.6％）

は男性であったことなどを鑑みると、精神障害

の労災認定事案、とりわけ自殺事案に男性が多

かったことは職域における自殺の動向を反映

したものであろう。 

事案全体の大半を占める生存事案では男女

を問わずその平均年齢は 40 歳前後であった。

男女を問わず発症時に 30 歳代の事案が最も多

かったが、特に女性では 40 歳未満の事案が全

体の約 60％を占めていた。また、女性の死亡事

案は相対的に少数であったが、その平均請求時

年齢は約 32 歳であるとともに、20 歳代の事案

が半数以上を占めていた。厚生労働省が公表し

ている「平成 26年度過労死等の労災補償状況」

によると、平成 26 年度の精神障害の年齢別請

求件数・支給決定件数が最も多いのが 40歳代、

次いで 30歳代、20歳代の順である。一方、同

じく平成 26 年度の脳・心臓疾患の請求・支給

決定件数は 50 歳代が最も多く、以下 40 歳代、

60 歳代の順となっており、精神障害の労災認

定事案はより若年層で多い傾向がうかがえる。

これらの結果から、若年労働者のメンタルヘル

ス対策の重要性が示唆される。 

業種・職種については、製造業を中心に男性

の事案が多くなっていた。一方、医療・福祉に

ついては顕著に女性の事案が多く、女性事案全

体の 28.8％が該当していた。「平成 26 年度過

労死等の労災補償状況」によると、精神障害の

業種別請求件数・支給決定件数ともに医療・福

祉業は上位 3 業種（中分類）に含まれており、

女性の件数が多いことが顕著な特徴であった。

これらの女性事案の中に、保健師、看護師、福

祉・介護サービス専門職などとしての過酷な労

働条件に起因した精神障害・自殺事案とともに、

職場における患者や被介護者からの暴言・暴力

に起因する精神障害・自殺事案がどの程度含ま

れていたかについて、今後詳細な検討が必要と

考えられる。 

出来事別にみた場合、該当事案数について年

齢層による顕著な差はみられなかったが、精神

障害の労災認定事案のほとんどを占める F3 及

び F4 について、性別・生存死亡別の出来事へ

の該当状況を見ると、「特別な出来事」のうち

「極度の長時間労働」に該当する事案では F3

が、「心理的負荷が極度のもの」に該当する事

案では F4が多かった。また、「恒常的な長時間

労働」を含めた過重労働に関連する事案では

F3 に該当した事案が多い傾向がみうけられた。

長時間労働による過重な業務上の負荷がとり

わけ男性においてうつ病を中心とした気分障

害、ひいてはそれによる自殺を引き起こしてい

ることが示唆される。 

「事故や災害の体験」に類する出来事につい

ては、男女を問わず F4 に該当した生存事案が

中心であった。とりわけ女性においては、「悲

惨な事故や災害の体験、目撃をした」に該当し

た生存事案が顕著に多く、F43 を中心としたス

トレス関連障害による労災認定事案が多かっ

たことがうかがえる。 

対人関係、とりわけ「（ひどい）嫌がらせ、

いじめ、又は暴行を受けた」「上司とのトラブ

ルがあった」などの出来事についても該当する

事案が多かったが、男性の死亡事案では F3 が、

女性の生存事案では F4 が多い傾向がみうけら

れた。嫌がらせ・いじめ・暴行や上司とのトラ

ブルは、事故・災害の体験や過重労働関連の出

来事を除けば男性において最も該当者が多か

った出来事であり、女性においても事故・災害

体験、過重労働及びセクシュアルハラスメント

に次いで該当者が多かった出来事であった。職

場における嫌がらせやいじめ、対人関係上のト

ラブルなど連続的に繰り返される出来事の中

にはいわゆるパワーハラスメントなども含ま

れ、今後広義のハラスメントに着目した詳細な

解析が望まれる。 

「セクシュアルハラスメントを受けた」に該

当したのはほとんどが女性の生存事案であっ

たが、そのうちの約70％はF4に該当していた。

女性では、「セクシュアルハラスメントを受け

た」に該当する事案は、「悲惨な事故や災害の

体験、目撃をした」に次いで多かった。その上、

「特別な出来事」の「心理的負荷が極度のもの」

において「強姦や、本人の意思を抑圧して行わ

れたわいせつ行為などのセクシュアルハラス

メント」に該当する事案が含まれているため、
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セクシュアルハラスメント関連事案は実際に

は具体的出来事としての「セクシュアルハラス

メントを受けた」の該当事案数以上であること

に留意する必要がある。 

本研究は、近年のわが国における精神障害の

労災認定事案について、疾患名及び業務上の出

来事を中心にその実態を分析した初めての報

告であり、今後、業務に起因する精神障害・自

殺の予防対策の推進に資する基礎資料となる

と思われる。ただし、あくまで業務上の認定が

なされた事案のみであり、労災を申請したもの

の業務外と判定された事案、そもそも労災申請

に至らなかった事案及び公務災害事案は本研

究の対象に含まれていない点に留意する必要

がある。よって、わが国の過労死等の実態を的

確に把握するためには引き続き様々な資料・情

報を用いてその実態を分析していく必要があ

る。また、本年度研究では詳細な分析が行えな

かった、事案の類型（「パワーハラスメント事

案」「セクシュアルハラスメント事案」など）

別の特徴や、勤務制度や雇用形態別及び業務上

の出来事を複数経験することの相乗的な影響

などについては今後の重要な検討課題である。 

 

Ｅ．結論 

精神障害の労災認定事案全体において、男女

を問わず発症時に 30 歳代の事案が最も多く、

特に女性では39歳以下の事案が全体の約60％

を占めていた。これらの結果から若年労働者の

メンタルヘルス対策の重要性が示唆された。業

種・職種については、製造業を中心に男性の事

案数が多くなっていた一方、医療・福祉業では

顕著に女性の事案が多いなどの特徴が見られ

た。さらには、事故や災害の体験については F4

に該当した生存事案が、対人関係（嫌がらせ・

いじめ、暴行、上司とのトラブル、セクシュア

ルハラスメントなど）については男性の死亡事

案では F3が、女性の生存事案では F4 が多い傾

向がみられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

  なし 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

 

2. 学会発表 

 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

1. 特許取得 

なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3.その他 

なし 
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表１ 性別に見た事案の年齢分布及び平均年齢 (n=2000) 

 
 

  

男性 女性 全体

n (%) n (%) n (%)

性別 1373 627 2000

(68.6) (31.4) (100.0)

請求時年齢（M, SD） 41.0 11.2 37.7 11.9 40.0 11.6

発症時年齢（M, SD） 40.0 11.3 36.9 11.9 39.0 11.6

20-29歳 262 (19.1) 186 (29.8) 448 (22.4)

30-39歳 436 (31.8) 195 (31.2) 631 (31.6)

40-49歳 392 (28.6) 140 (22.4) 532 (26.6)

50-59歳 221 (16.1) 83 (13.3) 304 (15.2)

60-69歳 51 (3.7) 21 (3.4) 72 (3.6)

70歳以上 10 (0.7) 0 (0.0) 10 (0.5)

合計 1372 (100) 625 (100) 1997 (100)

死亡時年齢（M, SD） 42.5 12.3 31.3 11.4 42.0 12.4

20-29歳 60 (17.0) 9 (56.3) 69 (18.8)

30-39歳 88 (25.0) 4 (25.0) 92 (25.0)

40-49歳 101 (28.7) 1 (6.3) 102 (27.7)

50-59歳 80 (22.7) 2 (12.5) 82 (22.3)

60-69歳 16 (4.5) 0 (0.0) 16 (4.3)

70歳以上 7 (2.0) 0 (0.0) 7 (1.9)

合計 352 (100) 16 (100) 368 (100)

注）　調査復命書の記載内容から、請求時、発症時、または死亡時の年齢が明確に特定されなかった

事案を除外して算出
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表２ 性別に見た事業場の労働者数、業種（大分類）および職種（大分類）の分布 

 
 

男性 女性 全体

n (%) n (%) n (%)

労働者数層別

10人未満 200 (14.6) 86 (13.7) 286 (14.3)

10-49人 439 (32.0) 183 (29.2) 622 (31.1)

50-99人 183 (13.3) 68 (10.8) 251 (12.6)

100-499人 303 (22.1) 150 (23.9) 453 (22.7)

500-999人 65 (4.7) 47 (7.5) 112 (5.6)

1000人以上 129 (9.4) 63 (10.0) 192 (9.6)

合計 1319 (96.1) 597 (95.2) 1916 (95.8)

業種(大分類)

製造業 290 (21.1) 59 (9.5) 349 (17.5)

卸売業・小売業 193 (14.1) 97 (15.6) 290 (14.6)

医療，福祉 51 (3.7) 179 (28.8) 230 (11.5)

運輸業，郵便業 176 (12.8) 38 (6.1) 214 (10.7)

建設業 138 (10.1) 11 (1.8) 149 (7.5)

サービス業（他に分類されないもの） 100 (7.3) 45 (7.2) 145 (7.3)

宿泊業，飲食サービス業 87 (6.3) 48 (7.7) 135 (6.8)

情報通信業 97 (7.1) 28 (4.5) 125 (6.3)

学術研究，専門・技術サービス業 70 (5.1) 22 (3.5) 92 (4.6)

教育，学習支援業 32 (2.3) 25 (4.0) 57 (2.9)

金融業・保険業 23 (1.7) 30 (4.8) 53 (2.7)

不動産業，物品賃貸業 39 (2.8) 13 (2.1) 52 (2.6)

生活関連サービス業，娯楽業 30 (2.2) 15 (2.4) 45 (2.3)

農業，林業 15 (1.1) 2 (0.3) 17 (0.9)

複合サービス事業 10 (0.7) 7 (1.1) 17 (0.9)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (0.9) 1 (0.2) 13 (0.7)

漁業 6 (0.4) 0 (0.0) 6 (0.3)

鉱業，採石業，砂利採取業 3 (0.2) 0 (0.0) 3 (0.2)

公務（他に分類されるものを除く） 0 (0.0) 1 (0.2) 1 (0.1)

合計 1372 (100) 621 (100) 1993 (100)

職種(大分類)

運搬・清掃・包装等従事者 45 (3.3) 16 (2.6) 61 (3.1)

運輸・通信従事者 5 (0.4) 1 (0.2) 6 (0.3)

管理的職業従事者 128 (9.3) 10 (1.6) 138 (6.9)

建設・採掘従事者 71 (5.2) 1 (0.2) 72 (3.6)

サービス職業従事者 125 (9.1) 101 (16.3) 226 (11.3)

事務従事者 221 (16.1) 175 (28.2) 396 (19.9)

生産工程・労務作業者
（Ｉ－１　製造・制作作業者）

13 (0.9) 1 (0.2) 14 (0.7)

生産工程・労務作業者
（Ｉ－２　定置機関運転・建設機械運転・電気作業者）

1 (0.1) 0 (0.0) 1 (0.1)

生産工程・労務作業者
（Ｉ－３　採掘・建設・労務作業者）

2 (0.1) 0 (0.0) 2 (0.1)

生産工程従事者 169 (12.3) 29 (4.7) 198 (9.9)

専門的・技術的職業従事者 305 (22.2) 179 (28.8) 484 (24.3)

農林漁業従事者 18 (1.3) 1 (0.2) 19 (1.0)

販売従事者 146 (10.6) 89 (14.3) 235 (11.8)

保安職業従事者 13 (0.9) 2 (0.3) 15 (0.8)

輸送・機械運転従事者 110 (8.0) 16 (2.6) 126 (6.3)

合計 1372 (100) 621 (100) 1993 (100)

注）斜体の（ ） 内は男性1,373名、女性627名、全体2,000名として算出
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表３ 精神障害にかかる調査復命書（支給決定）の性別・生存死亡別の基本集計(n=1998) 

 
 

  

n (%) n (%) n (%) n (%)

性別合計 1009 (50.5) 363 (18.2) 609 (30.5) 17 (0.9)

請求時年齢（M, SD ) 40.2 (10.7) 43.3 (12.4) 37.9 (11.9) 32.3 (10.8)

発症時年齢（M, SD ) 39.1 (10.7) 42.3 (12.5) 37.1 (11.9) 31.2 (10.8)

疾患名

F30-F39：気分[感情]障害
　（男性：820（59.7%）/女性：169（27.0%））

  F30  躁病エピソード 1 (0.1) 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

  F31　双極性感情障害 20 (2.0) 2 (0.6) 4 (0.7) 0 (0.0)

  F32　うつ病エピソード 438 (43.4) 277 (76.3) 141 (23.2) 10 (58.8)

  F33 反復性うつ病性障害 15 (1.5) 11 (3.0) 1 (0.2) 1 (5.9)

  F34　持続性気分（感情）障害 7 (0.7) 1 (0.3) 1 (0.2) 0 (0.0)

  F38  その他の気分（感情）障害 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

  F39  詳細不明の気分（感情）障害 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

  下位分類不明 17 (1.7) 27 (7.4) 10 (1.6) 1 (5.9)

F40-F48：神経症性障害，ストレス関連障害及
び身体表現性障害（男性：540（39.3%）/女性：
458（73.0%））

  F40  恐怖症性不安障害 7 (0.7) 0 (0.0) 8 (1.3) 0 (0.0)

  F41  その他の不安障害 29 (2.9) 1 (2.9) 24 (3.9) 1 (5.9)

  F42  強迫性障害 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　F43　重度ストレスへの反応及び適応障害

　　　F43.0　急性ストレス反応 34 (3.4) 4 (1.1) 59 (9.7) 2 (11.8)

      F43.1　外傷後ストレス障害 144 (14.3) 1 (0.3) 163 (26.8) 0 (0.0)

      F43.2　適応障害 205 (20.3) 24 (6.6) 128 (21.0) 1 (5.9)

　　　F43.8　その他の重度ストレス反応 3 (0.3) 0 (0.0) 4 (0.7) 1 (5.9)

　　　F43.9　重度ストレス反応、詳細不明 1 (0.1) 1 (0.3) 3 (0.5) 0 (0.0)

　　　F43以下の下位分類不明 28 (2.8) 8 (2.2) 29 (4.8) 0 (0.0)

　F44　解離性（転換性）障害 14 (1.4) 0 (0.0) 7 (1.1) 0 (0.0)

　F45　身体表現性障害 17 (1.7) 1 (0.3) 5 (0.8) 0 (0.0)

  F48　その他の神経症性障害 2 (0.2) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)

  F4以下の下位分類不明 14 (1.4) 1 (0.3) 21 (3.4) 0 (0.0)

その他（男性12（1.0%）/女性0（0.0%））

　F0　症状性を含む器質性精神障害 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　F2　統合失調症、統合失調症型障害及び
       妄想性障害

11 (1.1) 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

注）　調査復命書の記載内容から生存・死亡が明確に特定されなかった2事案を除外して算出

男性 女性

生存 死亡 生存 死亡
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表４ 精神障害にかかる調査復命書（支給決定）の性別・年齢層別の基本集計 （n=2000） 

 
 

  

n (%) n (%) n (%) n (%)

合計 634 (46.2) 739 (53.9) 363 (58.5) 264 (42.5)

疾患名

F30-F39：気分[感情]障害
　（男性：820（59.7%）/女性：169（27.0%））

350 (55.2) 470 (63.6) 86 (23.7) 83 (31.4)

  F30  躁病エピソード 0 (0.0) 2 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

  F31　双極性感情障害 7 (1.1) 15 (2.0) 1 (0.3) 3 (1.1)

  F32　うつ病エピソード 306 (48.3) 410 (55.5) 76 (20.9) 75 (28.4)

  F33 反復性うつ病性障害 9 (1.4) 17 (2.3) 0 (0.0) 2 (0.8)

  F34　持続性気分（感情）障害 6 (0.9) 2 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.4)

  F38  その他の気分（感情）障害 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

  F39  詳細不明の気分（感情）障害 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

  下位分類不明 21 (3.3) 23 (3.1) 9 (2.5) 2 (0.8)

F40-F48：神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現
性障害（男性：540（39.3%）/女性：458（73.0%））

280 (44.2) 260 (35.2) 277 (76.3) 181 (68.6)

  F40  恐怖症性不安障害 5 (0.8) 2 (0.3) 3 (0.8) 5 (1.9)

  F41  その他の不安障害 10 (1.6) 20 (2.7) 17 (4.7) 8 (3.0)

  F42  強迫性障害 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　F43　重度ストレスへの反応及び適応障害

　　　F43.0　急性ストレス反応 23 (3.6) 16 (2.2) 39 (10.7) 22 (8.3)

      F43.1　外傷後ストレス障害 76 (12.0) 69 (9.3) 97 (26.7) 66 (25.0)

      F43.2　適応障害 119 (18.8) 109 (14.7) 73 (20.1) 56 (21.2)

　　　F43.8　その他の重度ストレス反応 1 (0.2) 2 (0.3) 3 (0.8) 2 (0.8)

　　　F43.9　重度ストレス反応、詳細不明 2 (0.3) 0 (0.0) 3 (0.8) 0 (0.0)

　　　F43以下の下位分類不明 18 (2.8) 18 (2.4) 18 (5.0) 11 (4.2)

　F44　解離性（転換性）障害 9 (1.4) 5 (0.7) 5 (1.4) 2 (0.8)

　F45　身体表現性障害 7 (1.1) 11 (1.5) 5 (1.4) 0 (0.0)

  F48　その他の神経症性障害 1 (0.2) 1 (0.1) 0 (0.0) 1 (0.4)

  F4以下の下位分類不明 8 (1.3) 7 (0.9) 14 (3.9) 8 (3.0)

その他（男性13（1.0%）/女性0（0.0%）） 4 (0.6) 9 (1.2) 0 (0.0) 0 (0.0)

　F0　症状性を含む器質性精神障害 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

　F2　統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 4 (0.6) 8 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

男性 (n=1373) 女性 (n=627)

40歳未満 40歳以上 40歳未満 40歳以上
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表５－１心理的負荷による精神障害の判断指針における性別・生存死亡別の基本集計（n=631）*1 

 
  

n (%) n (%) n (%) n (%)
＜恒常的な長時間労働＞*2
出来事前　(n=158) 84 (53.2) 55 (34.8) 16 (10.1) 3 (1.9)
出来事後　(n=219) 114 (52.1) 73 (33.3) 27 (12.3) 5 (2.3)
＜特別な出来事の評価＞*2

63 (44.7) 5 (3.5) 73 (51.8) 0 (0.0)

2 (28.6) 4 (57.1) 1 (14.3) 0 (0.0)

30 (57.7) 14 (26.9) 8 (15.4) 0 (0.0)

1 重度の病気やケガをした 35 (9.6) 8 (4.6) 10 (4.7) 0 (0.0)
2 悲惨な事故や災害の体験（目撃）をした 40 (11.0) 3 (1.7) 74 (34.4) 0 (0.0)
3 交通事故（重大な人身事故、重大事故）を起こした 5 (1.4) 1 (0.6) 2 (0.9) 0 (0.0)
4 労働災害（重大な人身事故、重大事故）の発生に直接関与し
た

1 (0.3) 1 (0.6) 1 (0.5) 0 (0.0)
5 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした 1 (0.3) 8 (4.6) 0 (0.0) 0 (0.0)
6 会社で起きた事故（事件）について、責任を問われた 4 (1.1) 4 (2.3) 2 (0.9) 0 (0.0)
7 違法行為を強要された 3 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
8 自分の関係する仕事で多額の損失を出した 4 (1.1) 1 (0.6) 1 (0.5) 1 (5.9)
9 達成困難なノルマが課された 6 (1.6) 5 (2.9) 2 (0.9) 1 (5.9)

10 ノルマが達成できなかった 9 (2.5) 8 (4.6) 0 (0.0) 1 (5.9)
11 新規事業の担当になった、会社の立て直しの担当になった 12 (3.3) 4 (2.3) 2 (0.9) 0 (0.0)
12 顧客や取引先から無理な注文を受けた 4 (1.1) 3 (1.7) 0 (0.0) 0 (0.0)
13 顧客や取引先からクレームを受けた 12 (3.3) 15 (8.6) 11 (5.1) 1 (5.9)
14 研修、会議等の参加を強要された*4 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
15 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
16 上司が不在になることにより、その代行を任された 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
17 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 51 (14.0) 31 (17.8) 17 (7.9) 4 (23.5)
18 勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた*4 26 (7.1) 21 (12.1) 10 (4.7) 1 (5.9)
19 勤務形態に変化があった 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
20 仕事のペース、活動の変化があった 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
21 職場のOA化が進んだ*4 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.5) 0 (0.0)
22 退職を強要された 8 (2.2) 2 (1.1) 5 (2.3) 1 (5.9)
23 出向した*4 1 (0.3) 1 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0)
24 左遷された*4 3 (0.8) 1 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0)
25 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り
扱いを受けた

2 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
26 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 2 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0)
27 転勤をした 13 (3.6) 8 (4.6) 3 (1.4) 1 (5.9)
28 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 10 (2.7) 6 (3.4) 1 (0.5) 0 (0.0)
29 配置転換があった 14 (3.8) 8 (4.6) 6 (2.8) 0 (0.0)
30 自分の昇格・昇進があった 4 (1.1) 6 (3.4) 1 (0.5) 1 (5.9)
31 部下が減った 4 (1.1) 0 (0.0) 3 (1.4) 0 (0.0)
32 部下が増えた*4 1 (0.3) 1 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0)
33 同一事業場内での所属部署が統廃合された*4 0 (0.0) 1 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0)

34 担当ではない業務として非正規社員のマネージメント、教育を
行った*4 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

35 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 37 (10.1) 5 (2.9) 24 (11.2) 3 (17.6)
36 セクシャルハラスメントを受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 13 (6.0) 1 (5.9)
37 上司とのトラブルがあった 40 (11.0) 15 (8.6) 22 (10.2) 0 (0.0)
38 部下とのトラブルがあった 3 (0.8) 3 (1.7) 0 (0.0) 0 (0.0)
39 同僚とのトラブルがあった 5 (1.4) 0 (0.0) 1 (0.5) 1 (5.9)
40 理解してくれていた人の異動があった 1 (0.3) 0 (0.0) 2 (0.9) 0 (0.0)
41 上司が替わった 2 (0.5) 1 (0.6) 1 (0.5) 0 (0.0)
42 昇進で先を越された*4 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
43 同僚の昇進・昇格があった*4 0 (0.0) 1 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0)

365 (100.0) 174 (100.0) 215 (100.0) 17 (100.0)
*1 旧基準（「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針（平成11年9月）」）に基づく分類
*2 旧基準の分類による。「該当なし」は集計より除く
*3 旧基準の分類による。具体的な出来事が複数該当している事例もある
*4 新基準（「心理的負荷による精神障害の認定基準（平成23年12月）」）では項目立てされていない項目

男性 女性

生存 死亡 生存 死亡

イ  生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの　(n=141)
ロ　おおむね6か月を超える期間にわたって療養中の者に発病した精神
　　障害については、症状が急変し、極度の苦痛を伴ったもの　(n=7)
ハ　極度の長時間労働　(n=52)

出来事の類型 No. 具体的出来事*3

⑥対人関係
のトラブル

⑦対人関係
の変化

合計

①事故や
災害の体験

②仕事の失
敗、過重な
責任等の発
生等

③仕事の
量・質の変化

④身分の
変化等

⑤役割・地
位等の変化
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表５－２心理的負荷による精神障害の認定基準における性別・生存死亡別の基本集計（n=1369)*1 

 
  

n (%) n (%) n (%) n (%)

59 (47.6) 6 (4.8) 59 (47.6) 0 (0.0)
70 (57.4) 42 (34.4) 10 (8.2) 0 (0.0)

196 (57.8) 89 (26.2) 53 (15.6) 1 (0.3)

1 （重度の）病気やケガをした 96 (9.7) 8 (2.0) 41 (7.5) 0 (0.0)
2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 96 (9.7) 3 (0.7) 103 (18.8) 0 (0.0)
3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 6 (0.6) 1 (0.2) 4 (0.7) 0 (0.0)

4 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 23 (2.3) 25 (6.1) 6 (1.1) 0 (0.0)

5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 18 (1.8) 13 (3.2) 2 (0.4) 0 (0.0)
6 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 3 (0.3) 7 (1.7) 1 (0.2) 0 (0.0)
7 業務に関連し、違法行為を強要された 5 (0.5) 1 (0.2) 3 (0.5) 0 (0.0)
8 達成困難なノルマが課された 15 (1.5) 20 (4.9) 7 (1.3) 2 (15.4)
9 ノルマが達成できなかった 16 (1.6) 8 (2.0) 5 (0.9) 0 (0.0)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になっ
た

6 (0.6) 7 (1.7) 3 (0.5) 0 (0.0)

11 顧客や取引先から無理な注文を受けた 4 (0.4) 11 (2.7) 1 (0.2) 0 (0.0)
12 顧客や取引先からクレームを受けた 30 (3.0) 24 (5.9) 12 (2.2) 2 (15.4)
13 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)
14 上司が不在になることにより、その代行を任された 2 (0.2) 2 (0.5) 1 (0.2) 0 (0.0)

15 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事が
あった

133 (13.5) 72 (17.6) 51 (9.3) 3 (23.1)

16 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った*4 91 (9.2) 31 (7.6) 21 (3.8) 0 (0.0)
17 2週間にわたって連続勤務を行った*4 73 (7.4) 33 (8.0) 16 (2.9) 0 (0.0)
18 勤務形態に変化があった 5 (0.5) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)
19 仕事のペース、活動の変化があった 2 (0.2) 1 (0.2) 2 (0.4) 0 (0.0)
20 退職を強要された 31 (3.1) 4 (1.0) 15 (2.7) 0 (0.0)
21 配置転換があった 39 (4.0) 28 (6.8) 14 (2.6) 1 (7.7)
22 転勤をした 17 (1.7) 6 (1.5) 1 (0.2) 0 (0.0)
23 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 7 (0.7) 5 (1.2) 6 (1.1) 0 (0.0)

24 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益
取り扱いを受けた

0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0)

25 自分の昇格・昇進があった 5 (0.5) 9 (2.2) 3 (0.5) 0 (0.0)
26 部下が減った 5 (0.5) 3 (0.7) 1 (0.2) 0 (0.0)
27 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0)
28 非正規社員である自分の契約満了が迫った*4 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)
29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 117 (11.9) 30 (7.3) 61 (11.2) 2 (15.4)
30 上司とのトラブルがあった 102 (10.3) 36 (8.8) 50 (9.1) 1 (7.7)
31 同僚とのトラブルがあった 13 (1.3) 4 (1.0) 13 (2.4) 2 (15.4)
32 部下とのトラブルがあった 11 (1.1) 8 (2.0) 3 (0.5) 0 (0.0)
33 理解してくれていた人の異動があった 3 (0.3) 1 (0.2) 4 (0.7) 0 (0.0)
34 上司が替わった 2 (0.2) 3 (0.7) 6 (1.1) 0 (0.0)
35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された*4 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
36 セクシュアルハラスメントを受けた 2 (0.2) 0 (0.0) 86 (15.7) 0 (0.0)
37 何らかの長時間労働 6 (0.6) 2 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0)
38 類型1・その他 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
39 類型2・その他 1 (0.1) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0)
40 類型3・その他 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0)
41 類型4・その他 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)
42 類型5・その他 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)

986 410 547 13
*1 新基準（「心理的負荷による精神障害の認定基準（平成23年12月）」）に基づく分類
*2 新基準の分類による。該当なしは集計より除く。
*3 新基準の分類による。具体的出来事が複数該当している事例もある
*4 旧基準（「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針（平成11年9月）」）には項目がなく、新基準で項目立てされた項目

　　恒常的な長時間労働（n=339）*2

特別な出来事（n =246）

男性 女性

生存 死亡 生存 死亡

合計

③仕事の
量・質

④役割・地
位の変化等

具体的な出来事(n =1151)

⑤対人関係

⑥その他*4

出来事の類型 No. 具体的出来事*3

①事故や災
害の体験

　　心理的負荷が極度のもの（n=124）*2
　　極度の長時間労働（n=122）*2

②仕事の失
敗、過重な
責任等の発

生
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表６－１ 心理的負荷による精神障害の判断指針における性別・年齢層別の基本集計（n=631）*1 

 
  

n (%) n (%) n (%) n (%)
＜恒常的な長時間労働＞*2
出来事前　(n=158) 66 (41.8) 73 (46.2) 16 (10.1) 3 (1.9)
出来事後　(n=219) 90 (41.1) 97 (44.3) 23 (10.5) 9 (4.1)
＜特別な出来事の評価＞*2

31 (21.8) 37 (26.1) 46 (32.4) 28 (19.7)

0 (0.0) 6 (85.7) 0 (0.0) 1 (14.3)

21 (40.4) 23 (44.2) 3 (5.8) 5 (9.6)

1 重度の病気やケガをした 18 (7.1) 26 (9.1) 4 (2.7) 6 (6.9)
2 悲惨な事故や災害の体験（目撃）をした 21 (8.2) 22 (7.7) 49 (33.6) 26 (29.9)
3 交通事故（重大な人身事故、重大事故）を起こした 3 (1.2) 3 (1.1) 2 (1.4) 0 (0.0)
4 労働災害（重大な人身事故、重大事故）の発生に直接関与し
た

0 (0.0) 2 (0.7) 1 (0.7) 0 (0.0)
5 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした 3 (1.2) 6 (2.1) 0 (0.0) 0 (0.0)
6 会社で起きた事故（事件）について、責任を問われた 1 (0.4) 7 (2.5) 0 (0.0) 2 (2.3)
7 違法行為を強要された 2 (0.8) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0)
8 自分の関係する仕事で多額の損失を出した 2 (0.8) 3 (1.1) 1 (0.7) 1 (1.1)
9 達成困難なノルマが課された 5 (2.0) 6 (2.1) 3 (2.1) 0 (0.0)

10 ノルマが達成できなかった 13 (5.1) 4 (1.4) 1 (0.7) 0 (0.0)
11 新規事業の担当になった、会社の立て直しの担当になった 6 (2.4) 10 (3.5) 1 (0.7) 1 (1.1)
12 顧客や取引先から無理な注文を受けた 4 (1.6) 3 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0)
13 顧客や取引先からクレームを受けた 5 (2.0) 22 (7.7) 8 (5.5) 4 (4.6)
14 研修、会議等の参加を強要された*4 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
15 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 0 (0.0) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0)
16 上司が不在になることにより、その代行を任された 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
17 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 45 (17.6) 37 (13.0) 16 (11.0) 5 (5.7)
18 勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた*4 22 (8.6) 25 (8.8) 7 (4.8) 4 (4.6)
19 勤務形態に変化があった 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
20 仕事のペース、活動の変化があった 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
21 職場のOA化が進んだ*4 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.1)
22 退職を強要された 5 (2.0) 5 (1.8) 3 (2.1) 3 (3.4)
23 出向した*4 2 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
24 左遷された*4 1 (0.4) 3 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0)
25 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り
扱いを受けた

1 (0.4) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0)
26 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 2 (0.7) 0 (0.0) 0 (0.0)
27 転勤をした 11 (4.3) 10 (3.5) 4 (2.7) 0 (0.0)
28 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 4 (1.6) 12 (4.2) 1 (0.7) 0 (0.0)
29 配置転換があった 12 (4.7) 10 (3.5) 4 (2.7) 2 (2.3)
30 自分の昇格・昇進があった 5 (2.0) 5 (1.8) 2 (1.4) 0 (0.0)
31 部下が減った 0 (0.0) 4 (1.4) 2 (1.4) 1 (1.1)
32 部下が増えた*4 0 (0.0) 2 (0.7) 0 (0.0) 0 (0.0)
33 同一事業場内での所属部署が統廃合された*4 0 (0.0) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0)

34 担当ではない業務として非正規社員のマネージメント、教育を
行った*4 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

35 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 28 (11.0) 14 (4.9) 15 (10.3) 12 (13.8)
36 セクシャルハラスメントを受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 9 (6.2) 5 (5.7)
37 上司とのトラブルがあった 24 (9.4) 31 (10.9) 9 (6.2) 13 (14.9)
38 部下とのトラブルがあった 2 (0.8) 4 (1.4) 0 (0.0) 0 (0.0)
39 同僚とのトラブルがあった 4 (1.6) 1 (0.4) 2 (1.4) 0 (0.0)
40 理解してくれていた人の異動があった 1 (0.4) 0 (0.0) 2 (1.4) 0 (0.0)
41 上司が替わった 2 (0.8) 1 (0.4) 0 (0.0) 1 (1.1)
42 昇進で先を越された*4 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
43 同僚の昇進・昇格があった*4 0 (0.0) 1 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0)

255 (100.0) 285 (100.0) 146 (100.0) 87 (100.0)
*1 旧基準（「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針（平成11年9月）」）に基づく分類
*2 旧基準の分類による。該当なしは集計より除く
*3 旧基準の分類による。具体的出来事が複数該当している事例もある
*4 新基準（「心理的負荷による精神障害の認定基準（平成23年12月）」）では項目立てされていない項目

⑥対人関係
のトラブル

⑦対人関係
の変化

合計

①事故や
災害の体験

②仕事の失
敗、過重な
責任等の発
生等

③仕事の
量・質の変化

④身分の
変化等

⑤役割・地
位等の変化

イ  生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの　(n=141)
ロ　おおむね6か月を超える期間にわたって療養中の者に発病した精神
　　障害については、症状が急変し、極度の苦痛を伴ったもの　(n=7)
ハ　極度の長時間労働　(n=52)

出来事の類型 No. 具体的出来事*3

男性 女性

40歳未満 40歳以上 40歳未満 40歳以上
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表６－２ 心理的負荷による精神障害の認定基準における性別・年齢層別の基本集計（n=1369) *1 

 
 

  

n (%) n n n

30 (25.4) 34 (28.8) 35 (29.7) 19 (16.1)
48 (39.3) 64 (52.5) 7 (5.7) 3 (2.5)

131 (38.6) 154 (45.4) 30 (8.8) 24 (7.1)

1 （重度の）病気やケガをした 35 (5.6) 69 (8.9) 20 (6.5) 20 (8.1)
2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 53 (8.5) 46 (6.0) 63 (20.3) 39 (15.7)
3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 4 (0.6) 3 (0.4) 3 (1.0) 1 (0.4)
4 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 16 (2.6) 32 (4.1) 4 (1.3) 2 (0.8)
5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 10 (1.6) 21 (2.7) 0 (0.0) 2 (0.8)
6 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 3 (0.5) 7 (0.9) 1 (0.3) 0 (0.0)
7 業務に関連し、違法行為を強要された 3 (0.5) 3 (0.4) 2 (0.6) 1 (0.4)
8 達成困難なノルマが課された 14 (2.2) 21 (2.7) 6 (1.9) 3 (1.2)
9 ノルマが達成できなかった 14 (2.2) 10 (1.3) 4 (1.3) 1 (0.4)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当に
なった

7 (1.1) 6 (0.8) 2 (0.6) 1 (0.4)

11 顧客や取引先から無理な注文を受けた 5 (0.8) 10 (1.3) 0 (0.0) 1 (0.4)
12 顧客や取引先からクレームを受けた 21 (3.4) 33 (4.3) 8 (2.6) 6 (2.4)
13 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0)
14 上司が不在になることにより、その代行を任された 2 (0.3) 2 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.4)

15 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事
があった

99 (15.9) 106 (13.7) 34 (11.0) 20 (8.1)

16 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った*4 57 (9.1) 65 (8.4) 12 (3.9) 9 (3.6)
17 2週間にわたって連続勤務を行った*4 51 (8.2) 55 (7.1) 7 (2.3) 9 (3.6)
18 勤務形態に変化があった 2 (0.3) 3 (0.4) 0 (0.0) 1 (0.4)
19 仕事のペース、活動の変化があった 1 (0.2) 2 (0.3) 1 (0.3) 1 (0.4)
20 退職を強要された 9 (1.4) 26 (3.4) 3 (1.0) 12 (4.8)
21 配置転換があった 28 (4.5) 39 (5.1) 5 (1.6) 10 (4.0)
22 転勤をした 11 (1.8) 12 (1.6) 0 (0.0) 1 (0.4)
23 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになっ 6 (1.0) 6 (0.8) 4 (1.3) 2 (0.8)

24 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利
益取り扱いを受けた

0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

25 自分の昇格・昇進があった 7 (1.1) 7 (0.9) 2 (0.6) 1 (0.4)
26 部下が減った 2 (0.3) 6 (0.8) 0 (0.0) 1 (0.4)
27 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0)
28 非正規社員である自分の契約満了が迫った*4 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4)
29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 80 (12.8) 67 (8.7) 32 (10.3) 31 (12.5)
30 上司とのトラブルがあった 60 (9.6) 78 (10.1) 23 (7.4) 28 (11.3)
31 同僚とのトラブルがあった 7 (1.1) 10 (1.3) 6 (1.9) 9 (3.6)
32 部下とのトラブルがあった 6 (1.0) 13 (1.7) 1 (0.3) 2 (0.8)
33 理解してくれていた人の異動があった 1 (0.2) 3 (0.4) 3 (1.0) 1 (0.4)
34 上司が替わった 3 (0.5) 2 (0.3) 6 (1.9) 0 (0.0)
35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された*4 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0)
36 セクシュアルハラスメントを受けた 2 (0.3) 0 (0.0) 56 (18.1) 30 (12.1)
37 何らかの長時間労働 4 (0.6) 4 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0)
38 類型1・その他 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
39 類型2・その他 1 (0.2) 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0)
40 類型3・その他 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0)
41 類型4・その他 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0)
42 類型5・その他 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4)

624 (100.0) 772 (100.0) 310 (100.0) 248 (100.0)
*1 新基準（「心理的負荷による精神障害の認定基準（平成23年12月）」）に基づく分類
*2 新基準の分類による。該当なしは集計より除く。
*3 新基準の分類による。具体的出来事が複数該当している事例もある
*4 旧基準（「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針（平成11年9月）」）には項目がなく、新基準で項目立てされた項目

男性 女性

40歳未満 40歳以上 40歳未満 40歳以上

特別な出来事（n =240）
　　心理的負荷が極度のもの（n=118）*2
　　極度の長時間労働（n=122）*2
具体的な出来事(n =1151)
　　恒常的な長時間労働（n=339）*2

⑥その他*4

合計

①事故や災
害の体験

②仕事の失
敗、過重な
責任等の発

生

③仕事の
量・質

④役割・地
位の変化等

⑤対人関係

出来事の類型 No. 具体的出来事*3
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表７ 認定基準の出来事と精神障害の集計結果 

 
 
 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

10 (8.1) 5 (4.0) 8 (6.5) 0 (0.0) 49 (39.5) 1 (0.8) 51 (41.1) 0 (0.0)
51 (28.3) 38 (21.1) 51 (28.3) 0 (0.0) 18 (10.0) 4 (2.2) 18 (10.0) 0 (0.0)

124 (36.8) 82 (36.8) 21 (6.2) 1 (0.3) 71 (21.1) 6 (1.8) 32 (9.5) 0 (0.0)

1 （重度の）病気やケガをした 31 (4.5) 13 (2.6) 6 (2.8) 0 (0.0) 98 (15.9) 3 (6.1) 45 (8.4) 0 (0.0)

2 悲惨な事故や災害の体験、目撃
をした

9 (1.3) 5 (1.0) 7 (3.3) 0 (0.0) 125 (20.3) 1 (2.0) 170 (31.8) 0 (0.0)

3 業務に関連し、重大な人身事
故、重大事故を起こした

1 (0.1) 1 (0.2) 1 (0.5) 0 (0.0) 5 (0.8) 0 (0.0) 3 (0.6) 0 (0.0)

4 会社の経営に影響する等の重大
な仕事上のミスをした

16 (2.3) 30 (5.9) 3 (1.4) 0 (0.0) 8 (1.3) 2 (4.1) 3 (0.6) 0 (0.0)

5 会社で起きた事故・事件につい
て、責任を問われた

11 (1.6) 15 (3.0) 3 (1.4) 0 (0.0) 10 (1.6) 2 (4.1) 1 (0.2) 0 (0.0)

6 自分の関係する仕事で多額の損
失等が生じた

5 (0.7) 8 (1.6) 1 (0.5) 0 (0.0) 2 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.2) 1 (16.7)

7 業務に関連し、違法行為を強要
された

4 (0.6) 1 (0.2) 1 (0.5) 0 (0.0) 4 (0.6) 0 (0.0) 2 (0.4) 0 (0.0)

8 達成困難なノルマが課された 13 (1.9) 23 (4.5) 4 (1.9) 3 (13.0) 8 (1.3) 2 (4.1) 5 (0.9) 0 (0.0)
9 ノルマが達成できなかった 17 (2.5) 12 (2.4) 1 (0.5) 1 (4.3) 8 (0.3) 4 (8.2) 4 (0.7) 0 (0.0)

10 新規事業の担当になった、会社
の建て直しの担当になった

14 (2.1) 11 (2.2) 1 (0.5) 0 (0.0) 4 (0.6) 0 (0.0) 4 (0.7) 0 (0.0)

11 顧客や取引先から無理な注文を
受けた

5 (0.7) 14 (2.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.5) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)

12 顧客や取引先からクレームを受
けた

28 (4.1) 35 (6.9) 11 (5.2) 3 (13.0) 13 (2.1) 4 (8.2) 12 (2.2) 0 (0.0)

13 大きな説明会や公式の場での発
表を強いられた

0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.5) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

14 上司が不在になることにより、
その代行を任された

2 (0.3) 2 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)

15
仕事内容・仕事量の（大きな）
変化を生じさせる出来事があっ
た

121 (17.7) 94 (18.6) 36 (16.9) 7 (30.4) 62 (10.0) 9 (18.4) 32 (6.0) 0 (0.0)

16 1ヶ月に80時間以上の時間外労働

を行った
66 (9.7) 29 (5.7) 8 (3.8) 0 (0.0) 23 (3.7) 2 (4.1) 13 (2.4) 0 (0.0)

17 2週間にわたって連続勤務を行っ

た
42 (6.2) 31 (6.1) 8 (3.8) 0 (0.0) 29 (4.7) 2 (4.1) 8 (1.5) 0 (0.0)

18 勤務形態に変化があった 6 (0.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)

19 仕事のペース、活動の変化が
あった

1 (0.1) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.3) 0 (0.0) 2 (0.4) 0 (0.0)

20 退職を強要された 24 (3.5) 6 (1.2) 8 (3.8) 1 (4.3) 15 (2.4) 0 (0.0) 12 (2.2) 0 (0.0)
21 配置転換があった 35 (5.1) 35 (6.9) 9 (4.2) 1 (4.3) 18 (2.9) 1 (2.0) 11 (2.1) 0 (0.0)
22 転勤をした 19 (2.8) 12 (2.4) 1 (0.5) 1 (4.3) 10 (1.6) 2 (4.1) 3 (0.6) 0 (0.0)

23 複数名で担当していた業務を1人
で担当するようになった

11 (1.6) 11 (2.2) 2 (0.9) 0 (0.0) 6 (1.0) 0 (0.0) 5 (0.9) 0 (0.0)

24
非正規社員であるとの理由によ
り、仕事上の差別、不利益取り
扱いを受けた

2 (0.3) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

25 自分の昇格・昇進があった 6 (0.9) 14 (2.8) 2 (0.9) 0 (0.0) 3 (0.5) 1 (2.0) 2 (0.4) 1 (16.7)
26 部下が減った 8 (1.2) 3 (0.6) 3 (1.4) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)
27 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 3 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

28 非正規社員である自分の契約満
了が迫った

0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)

29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、
又は暴行を受けた

73 (10.7) 24 (4.7) 25 (11.7) 3 (13.0) 81 (13.1) 11 (22.4) 60 (11.2) 2 (33.3)

30 上司とのトラブルがあった 84 (12.3) 48 (9.5) 27 (12.7) 1 (4.3) 56 (9.1) 3 (6.1) 45 (8.4) 0 (0.0)
31 同僚とのトラブルがあった 11 (1.6) 4 (0.8) 6 (2.8) 2 (8.7) 7 (1.1) 0 (0.0) 8 (1.5) 1 (16.7)
32 部下とのトラブルがあった 8 (1.2) 11 (2.2) 2 (0.9) 0 (0.0) 5 (0.8) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)

33 理解してくれていた人の異動が
あった

2 (0.3) 1 (0.2) 3 (1.4) 0 (0.0) 2 (0.3) 0 (0.0) 3 (0.6) 0 (0.0)

34 上司が替わった 3 (0.4) 4 (0.8) 3 (1.4) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 4 (0.7) 0 (0.0)

35 同僚等の昇進・昇格があり、昇
進で先を越された

1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

36 セクシュアルハラスメントを受
けた

0 (0.0) 0 (0.0) 29 (13.6) 0 (0.0) 2 (0.3) 0 (0.0) 70 (13.1) 1 (16.7)

37 何らかの長時間労働 2 (0.3) 2 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
38 類型1・その他 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
39 類型2・その他 1 (0.1) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
40 類型3・その他 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
41 類型4・その他 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0)
42 類型5・その他 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

682 506 213 23 617 49 535 6

⑥その他

合計

注）精神障害の「認定基準」にしたがって出来事を集計している。「判断指針」のみで扱われていた出来事に該当した事案分については除外。

①事故や
災害の体

験

②仕事の
失敗、過
重な責任
等の発生

③仕事の
量・質

④役割・
地位の変

化等

⑤対人関
係

特別な出来事（n =246）
　　心理的負荷が極度のもの  (n=124)
　　極度の長時間労働 (n=180)
具体的な出来事(n =1151)
　　恒常的な長時間労働(n=337)
出来事の

類型
No. 具体的出来事

生存 死亡 生存 死亡 生存 死亡

F3圏 F4圏
男性 女性 男性 女性

生存 死亡
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別添４ 

労災疾病臨床研究事業費補助金 

分担研究報告書 

 

運輸業・郵便業における過労死（脳・心臓疾患）の予測及び防止を目的とした 

資料解析に関する研究 

 

研究分担者 酒井一博 公益財団法人大原記念労働科学研究所 所長             

 

研究分担者:佐々木司 

（公益財団法人大原記念労働科学 

研究所研究部・研究部長） 

     :松元 俊 

（公益財団法人大原記念労働科学 

研究所研究部・主任研究員） 

 

Ａ．研究目的 

本研究の目的は、過労死の労災請求及び支給

決定件数が最も多い運輸業・郵便業の事例にお

いて、次年度以降解析される過労死予防及び防

止に係る労働条件項目の選定を行うことであ

る。 

 

Ｂ．研究方法 

平成 27 年 11 月 30 日現在に得られた調査復

命書から、運輸業・郵便業の 81 事例を抽出し

た。それらの事例の被災事業場の事業場規模、

被災者の年齢、発症時の行動、職歴、雇用年月

日、事業車輛、1 週間前、6 ヵ月前の労働時間

以外の勤務要因（不規則性、長い拘束時間、多

い出張、夜勤・交代勤務、温熱曝露、騒音曝露、

時差、緊張の有無）、直近の健康診断の有無、

既往症について検討した。また業態別の労働時

間の規則及び不規則性に注目し、トラック運転

手、トレーラー運転手、タクシー乗務員、バス

運転手、配送ドライバーの特性について事例分

析を行った。 

 

（倫理面での配慮） 

公益財団法人大原記念労働科学研究所研究

倫理委員会にて審査され、承認を得た。 

 

Ｃ．研究結果 

１．81 事例の特性 

 81 の運輸業・郵便業事例を解析した。その

うち、トラック運転手 44 事例、配送ドライバ

ー14事例、タクシー乗務員 11事例、バス運転

手 7事例、トレーラー運転手 5例であった。81

例のうち生存 44 事例、死亡 37事例であった。 

表１に本研究での解析の視点と上位項目を

示した。 

疾病名では心筋梗塞、脳出血、くも膜下出血

の順で多かった。発症月では、1 月、2 月のよ

うな寒冷期で多かった。発症曜日は、土日が少

なく、他のウィークディに広く分布していたが、

とりわけ木曜日の発症が多かった。発症時刻で

は、13 時、16 時のような昼間が多く、また夜

間の 23 時がそれに続いた。発症年齢は、圧倒

的に 50 代が多かった。従業員数ではタクシー

のような 50 人以上の事業場（産業医・衛生管

理者の選任義務あり）でも多く、次にトラック、

配送ドライバーのような 20 人未満の零細事業

場が多いＵ字型を示した。また多くの被災者に

研究要旨  

運輸業・郵便業における過労死の予測及び防止という目的を達成するために、平成

27 年 11 月 30 日現在に得られた脳・心臓疾患の労災認定事案の調査復命書から 81事例

を抽出した。また業態別の労働パターンに着目し、トラック運転手、トレーラー運転

手、タクシー乗務員、バス運転手、配送ドライバーについて事例分析を行った。その

結果、疾病名では、心筋梗塞、脳出血、くも膜下出血の順に多く、50 代の発症が顕著

であった。従業員数では、50人以上か 20 人未満の事業場が多かった。発症月は 1月、

2 月の寒冷期、発症曜日は木曜日、発症時刻は 13 時、16 時と 23 時に多い傾向があっ

た。また多くの被災者は、複数の短期雇用を経て当該事業場に雇用され、雇用から 2

年未満の時期に発症していた。労働時間以外の要因では、拘束性、不規則性、夜勤・

交代勤務が挙げられた。既往症との関係では、高血圧症、高脂血症、糖尿病の順に多

く、過去に脳・心臓疾患にり患したケースもあった。今後、このような結果が、ｎ数

を増やしても普遍性があるかを検討し、しかるべき解決策を提案したい。 

 

YMDXH
テキストボックス
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ついては、被災事業場に雇用される前に、複数

回の転職を経て、被災事業場に雇用されて 2

年未満の短期間で発症している特徴がみられ

た。労働時間以外の要因では、拘束性の強さ、

不規則性、夜勤・交代勤務の順であった。拘束

性の強さは、どの業態でも共通してみられたが、

タクシー乗務員では夜勤・交代勤務が、バス運

転手では精神的緊張が、配送ドライバーでは不

規則性が上位に挙がった。既往症との関係では、

高血圧症、高脂血症、糖尿病の順に多く、過去

に脳・心臓疾患にり患したケースもあった。 

 

表 1．81 例の分析の視点と上位項目 

 
   

２．事例にみる勤務の特徴と「見える化」 

 運輸業・郵便業の 81 事例の中からランダム

に各業態から 5 例以上となるように抽出した

36 事例の労働時間情報を取り出し、被災者の

勤務の特徴の「見える化」を行った。労働時間

情報は、調査復命書にある労働時間集計表から

抽出した。トラック運転手は 8例、トレーラー

運転手は 4例、タクシー乗務員は 5例、バス運

転手は7例、配送ドライバーは12例であった。

5 つの業態における 36 事例を勤務パターンに

よって以下の 4種類に大別した。 

① 一回の勤務の拘束時間は長くないが、連続

勤務日数が 6日以上あるパターン 19 例 

② 一回の勤務の拘束時間は長いが、連続勤務

日数は 4日以下であるパターン 8 例 

③ 出庫から帰庫までが数日間である連続拘

束（最長 8日間）を伴うパターン 3 例 

④ 一回の勤務の拘束時間が長く、勤務日数も

6 日以上あるパターン（①と②の特徴を併

せ持つ勤務） 6 例 

 

パターン①はトラック、バス、配送にみられ

た。パターン②はタクシーとバスの旅客輸送に

みられたが、タクシーは連続勤務日数が 1～4

日単位と規則的であったのに対して、バスでは

連続勤務日数が不規則である傾向がみてとれ

た。パターン③はトラックとトレーラーにみら

れた。パターン④はトラック、トレーラー、バ

スにみられ、中でも観光バスで特に連続勤務日

数が長い事例（17 日間勤務、29 日間勤務）が

あった。勤務の開始と終了時刻は、タクシーと

配送において規則的に行われていた事例が多

くみられた。しかしながら、全ての業態で前日

との勤務開始時刻の差が数時間になる事例も

みられた。休日の配置は業態や勤務パターンに

関係なく、多くが週 1 日以下であった。36 事

例の中から 4 種類の勤務パターン別に運輸

業・郵便業の事例を 5件抽出し、各事例の発症

前 1か月間の労働時間の変化を図示した。5件

の事例は、各業態から典型的と思われる事例を

それぞれ 1例ずつ抽出したものである。 

 

まず、図１に勤務パターンの①に該当する配

送ドライバーの発症前 1 か月間の労働時間を

示した。この事例の労働時間はタイムカード、

会社の休日カレンダーにより算定された。労働

時間記録は発症前の 6か月間分あった。各図の

棒グラフのない日は全て休日であった。 

発症前1か月間の総拘束時間は270時間であ

り、ここから休憩時間を除いた労働時間は 248

時間であった。また時間外労働時間は 88 時間

であった。1か月間の土日のうち 2日間は休日

出勤しており、タイムカードに手書きの記録が

残っていたため、両日とも 3時間が労働時間及

び時間外労働時間に反映されていた。休憩時間

については、労働時間集計表で勤務ごとに一律

に 1時間で計算されていた。発症月は 7月、発

症時刻は 14 時頃で、発症時の状況は配送作業

分析視点 上位項目 

疾病名 
・心筋梗塞(４３.２％) 

・脳出血(２８.４％) 

・くも膜下出血(１８.５％) 

発症月 
・２月(１７.３％) 

・１月(１２.３％) 

発症曜日 ・木曜日(１８.５％) 

発症時刻 
・１３時(１２.３％) 

・１６時(１２.３％) 

・２３時(８.６％) 

発症年齢 
・５０代(５４.３％) 

・４０代(１８.５％) 

・６０代(１６.０％) 

従業員数 
・５０人以上(３４.６％) 

・１人以上１０人未満(１７.３％) 

・１１人以上２０人未満(１４.８％) 

雇用から発症

までの年数 

・２年(１４.８％) 

・１年(１１.１％) 

・０年(９.９％) 

転職回数 
・３回(２５.９％) 

・２回(２４.７％) 

・４回(１６.０％) 

労働時間以外

の要因 

・拘束(５８.０％) 

・不規則性(２３.５％) 

・夜勤・交代勤務(２１.０％) 
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中、配送先で倒れ、救急搬送されて同日に死亡

した事例であった。発症時の年齢は 41 歳、疾

病名は心筋梗塞で、既往歴はなかったが、発症

の約 1 か月前の健康診断記録では高脂血症と

診断されていた。勤務形態は、週 5 日か 6日の

勤務日数であり日曜日及び土曜日が休日であ

った。出退勤時刻は規則正しく、毎日 7 時 30

分前後に出勤、19時30分前後に退勤であった。 

 
 

図１．配送ドライバーの発症前 1 か月間の労

働時間の例（勤務パターン①） 

 

 

次に、図２に勤務パターンの②に該当するバ

ス運転手の発症前 1 か月間の労働時間を示し

た。この事例の労働時間は管理者による確認に

より算定された。労働時間記録は発症前の 6

か月間分あった。 

発症前1か月間の総拘束時間は286時間であ

り、ここから休憩時間を除いた労働時間は 261

時間であった。また時間外労働時間は 93 時間

であった。休憩時間については、労働時間集計

表で勤務ごとに一律に 1 時間で計算されてい

た。発症月は 2 月、発症時刻は 17 時頃で、発

症時の状況はバス回転所でハンドルにうつぶ

せになった状態で発見され、救急搬送されたが

翌日に死亡した事例であった。発症時の年齢は

52 歳、疾病名は心筋梗塞で、既往歴はなかっ

たが、発症の約２年前の健康診断記録では高血

圧、高尿酸値が示された。勤務形態は、基本が

4 勤 1 休（4 日連続で勤務して 1日休日を繰り

返す）であり、1か月前には 9連続勤務もみら

れた。出勤時刻は 4日間の勤務のうち初日から

4 日目に向かって早くなっていた（7 時台から

5 時台まで）。それにあわせて退勤時刻も早く

なっていた（22 時台から 12 時台まで）。これ

はすべての 4勤 1休で同じ傾向であった。 

 
 

図２．バス運転手の発症前 1 か月間の労働時

間の例（勤務パターン②） 

 

 

図３には勤務パターンの②に該当するタク

シー乗務員の発症前 1 か月における労働時間

を示した。この事例の労働時間は出勤簿と運転

日報により算定された。労働時間記録は発症前

の 1か月間分あった。 
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発症前1か月間の総拘束時間は308時間であ

り、ここから休憩時間を除いた労働時間は 293

時間であった。また時間外労働は 117 時間であ

った。休憩時間については、労働時間集計表に

おいて、請求人申し立てにより 30 分の休憩を

2回とっているものとして、勤務ごとに一律に

1時間で計算されていた。発症月は 5月、発症

時刻は 17時 30 分頃、発症時の状況は自宅で右

半身のしびれを感じ、救急搬送され、生存した

事例であった。発症時の年齢は 63 歳、脳梗塞

で、既往歴として発症の 8年前に糖尿病と診断

されていた。発症の約 3か月前の健康診断記録

では高中性脂肪と診断されていた。勤務形態は

規則的で、毎勤務の拘束が約 21 時間の隔日勤

務であった。出勤は 7 時頃、退勤は翌日の 4

時頃で固定されていた。                                                                                                

 
 

図３．タクシー乗務員の発症前 1 か月間の労働

時間の例（勤務パターン②） 

 

 

 図４に勤務パターンの③に該当するトラッ

ク運転手の発症前 1 か月間の労働時間を示し

た。この事例の労働時間はタコメーター、出勤

簿、管理者による確認により算定された。労働

時間記録は発症前の 6か月間分あった。 

発症前1か月間の総拘束時間は444時間であ

り事例の中でも特に長かったが、ここから休憩

時間を除いた労働時間は 262 時間であった。ま

た時間外労働時間は 102 時間であった。休憩時

間の算定については、管理者と同僚の証言から、

荷積み荷卸しは休憩時間に含まれており、待機

は休憩時間に含まれていなかった。発症月は 2

月、発症時刻は 3時頃で、発症時の状況は走行

中に中央分離帯のガードレールに衝突して死

亡した事例であった。発症時の年齢は 55 歳、

疾病名は心筋梗塞で、既往歴はなかったが、発

症の約 1年半前の健康診断記録では血圧、尿蛋

白、ヘモグロビン、肝機能において有所見であ

った。勤務形態は、出庫から帰庫までの拘束が

数日にわたっており 7 日運行が 2 回みられた。

また、発症前 1 か月間でのみ勤務間隔が 24 時

間未満である勤務が 1回あった。2か月前から

6 か月前の間においても 5 日～8 日運行が行わ

れていたものの、勤務間隔は 24 時間以上あい

ていた。発症の直前には連続で 5 日間の休日、

ひと月前には年末・年始の休日が連続で 10 日

間あり、発症前 1か月間の休日は合計で 7日間

であった。 

 

図５に勤務パターンの④に該当するトレー

ラー運転手の発症前 1 か月間の労働時間を示

した。この事例の労働時間はタイムカードと運

転日報から算定された。労働時間記録は発症前

の 1か月間分あった。 

発症前1か月間の総拘束時間は424時間であ

りトラック運転手の事例に次いで長かった。こ

こから休憩時間を除いた労働時間は 400 時間

であり、時間外労働は 202 時間で、どちらも 5

つの事例の中で最も長かった。休憩時間につい

ては、労働時間集計表で勤務ごとに一律に 1

時間で計算されていた。発症月は 2月、発症時

刻は 16 時頃で、発症時の状況は、車内で仮眠

をとっていたがトイレにいくためのドアを開

けた時に右手の動きが鈍くなったと感じ、また

会社の無線で呂律がまわらないと指摘され、自

分で救急車を呼んでおり、生存の事例であった。

発症時の年齢は 50 歳、疾病名は脳梗塞で、既

往歴はなく、健康診断記録は保管されておらず

不明であった。勤務は日勤であり日曜日と祝日

が休日となっていたものの、出勤時刻は深夜の

2～4 時で、1 回の勤務の平均拘束時間は約 17

時間と長かった。出勤時刻や拘束時間の長さに

関係なく、週に 1回は退勤時刻が 1時を過ぎて

おり、その場合の勤務間隔時間は 8時間未満で

あった。 
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図４．トラック運転手の発症前 1 か月間の労働

時間の例（勤務パターン③） 

 

 

以上の 5 つの事例を代表として、36 事例か

らは、個別の勤務パターンとともに拘束時間が

事例ごとに大きく異なっていることがみてと

れた。これは、ある程度までは業態による違い

として分類することができた。それに対して、

勤務中の休憩や仮眠時間は勤務毎に一律に同

じ時間数で計算されたケースがほとんどであ

った。労働時間のように算定基準が明確に示さ

れて、タコグラフなど客観的な記録により正確

な数値が記載された事例がある一方で、不明な

記録も多くみられた。また、休日についても、

勤務パターンにより、配置や長さに違いがみら

れた。この「見える化」により、労働時間及び

労働時間以外の要因（拘束、不規則、夜勤・交

代勤務）がとらえやすくなった。今後の被災ケ

ースの解析にあたっては、拘束時間と休憩・仮

眠、休日による休息を考慮する必要性がうかが

えた。 

 

 

 
 

図５．トレーラー運転手の発症前 1 か月間の労

働時間の例（勤務パターン④） 

 

 

Ｄ．考察 

 運輸業・郵便業の過労死・過労障害の予防に

は、まず労働時間だけでなく、労働と休息を踏

まえた業態別の解析が必要である。労働要因で

は、労働時間以外の要因として拘束時間の長さ

を挙げていることから、その主要因について

「見える化」を行い、業態別の解析を行う必要

がある。 

 

Ｅ．結論 

以上を踏まえて、引き続き収集された調査復

命書から運転労働者の被災ケースを抽出し、被

災者情報の整理・入力を進める。また労働時間

条件の「見える化」を行い、被災条件の定性的・

定量的解析を行うことにより、しかるべき対策

を提案できるものと考えている。 
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Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

1. 特許取得 

なし 

 

2. 実用新案登録 

なし 

 

3.その他 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


